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総総論論  
経経済済連連携携協協定定にに向向けけたた規規律律のの策策定定  

１１．．本本報報告告書書ににおおけけるる経経済済連連携携協協定定のの位位置置づづけけ  

 
世界全体において、経済連携協定/自由貿易協定（ EPA/FTA ）の数は増加し続けている。WTO への通報件数を

見ると、1948 年から 1994 年の間に GATT に通報された地域貿易協定（ RTA ）（ EPA/FTA や関税同盟等）は 124 
件であったが、1995 年の WTO 創設以降、400 件を超える RTA が通報されており、2026 年 1 月 末日時点で 
GATT/WTO に通報された発効済 RTA は 629 件に上る1。また、RTA ではないが、投資財産の保護、送金の自由、

外資規制への規律等を規定した国際投資協定（ IIA ）2の締結数も世界的に増えている。2026 年 2 月現在、我が国

と 25 か国・地域との間で EPA/FTA が、85 の国・地域との間で投資協定が発効・署名済である。 
EPA/FTA が増加してきた背景として、いくつかの要因が考えられる。関税同盟である EU という巨大な域内市

場の成立とその後の拡大は、NAFTA（北米自由貿易協定）や AFTA（ ASEAN 自由貿易地域）の成立を促した。ま

た、関税同盟や EPA/FTA の成立は、締約国間の貿易が活発化することによって相対的な貿易障壁が上がり、不利

益を受ける非締約国に対し、それらの関税同盟・EPA/FTA 締約国と関税同盟・EPA/FTA 等の RTA を締結させる

インセンティブをあたえる（ EPA/FTA を巡る世界の動きについては、次節「世界における経済連携の動向」を参

照）。 
EPA/FTA は、特定の WTO 加盟国間で特別な取決めを定める協定であり、国際経済ルール上、WTO 体制の原則

である最恵国待遇義務の例外として位置づけられている。GATT 及び GATS において、物品・サービスに関する地

域貿易協定を設立することが例外的に許容される場合についての要件が定められている（第Ⅱ部第 16 章「地域統

合」参照）。 
WTO におけるマルチ（多国間）の取組と、二国間又は複数国間の EPA/FTA の取組とは、相互に補完しうるもの

である。各地において進展する経済連携の取組や、EPA/FTA とは別にアジア太平洋地域における APEC（アジア

太平洋経済協力）で進められている地域協力の取組等は、WTO の多角的自由貿易体制を支え、ひいては世界全体

での貿易・投資の自由化に貢献していくことが期待される。WTO のラウンド交渉と比較して、EPA/FTA では、関

税やサービスの自由化のみならず、WTO がカバーしていない投資ルールの整備、人的交流の拡大など、幅広い分

野について、経済実態に即したルールや協定 を協定締約国間で機動的に締結することが可能である。 
 EPA/FTA の締結によるメリットとして、以下の例が挙げられる。 
ⅰ）貿易障壁の削減に伴い、安価な財・サービスの流入や外資系企業の参入により国内市場の競争が促進さ

れ、財・サービスの価格の更なる低下や、製品の差別化が進行し、供給される財・サービスの種類が増え

る。 
ⅱ）関税の撤廃、投資の自由化、諸制度の調和等を通じて、重要な市場への優先的アクセスが得られることに

より、貿易・投資の機会が拡大するとともに規模の経済による利益を享受することが可能になる。 
ⅲ）基本的な考え方を共有する国・地域との間で通商ルールの策定を迅速に行うことにより、WTO においてル

ールが形成されていない分野での制度構築を先取りすることが期待できる。また、当該ルールの浸透によ

り、WTO での同一分野の議論において主導権を確保しやすくなる。 
以上のような EPA/FTA のメリットは、他国に先んじて EPA/FTA を締結することによって得ることができる。

他方、生産性の高い域外国からの輸入が生産性の低い域内国からの輸入に代替されることによる効率性の低下や、

原産地規則による中間材調達の歪みといったデメリットも存在する。さらに、第三国間で EPA/FTA が締結される

ことになれば、先述の相対的な貿易障壁の上昇により、EPA/FTA を締結していない国やその国の企業はこれらの

 
1 WTO ウェブサイトよりhttps://rtais.wto.org/UI/charts.aspx 
なお、ここでいうRTAの数は、WTOへの通報要綱に基づき、物品とサービス両方を含むRTAを2つのRTAとしてカウントしたものである。だが、当該

RTAを1つのRTAと数えた場合、2026年1月末日時点での発効済RTAは381件となる 
2 国際投資協定の中でも、二国間の投資協定は BIT(Bilateral Investment Treaty)と呼ばれる。 
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メリットから除外されることになる。したがって、WTO 体制を支え、かつ、EPA/FTA のメリットを享受しデメリ

ットを最小化することが肝要である。 
本報告書の第Ⅰ部、第Ⅱ部では、WTO 協定に基づく権利・義務の観点から主要国の貿易政策を評価したが、

EPA/FTA や投資協定で規律されるルールについても、各国政府による遵守を確保するとともに、こうしたルール

それ自体の WTO 協定との整合性を確保するよう注視していくことが重要である。 
こうした観点も踏まえ、第Ⅲ部においては、日本が締結した EPA/FTA 及び投資協定を中心に、国際経済ルール

の規律内容を解説し、関連する各国の措置について紹介する。第三国間で締結された EPA/FTA や投資協定につい

ても、最近の主要な事例を紹介する。なお、デジタル及び環境分野の協定（例えばデジタル経済パートナーシップ

協定（ DEPA ））は、WTO に RTA として通報されている協定ではないものの重要な動きであるため、本総論で

も記載することとする。 
  

２２．．世世界界ににおおけけるる経経済済連連携携のの動動向向  

 
（（11））世世界界全全体体のの概概観観33  
  
冷戦が終結し、新たな国際経済システムが模索されるなかで、まず欧米が地域経済統合の動きを加速化させた。

EU の域内市場統合計画による単一市場の形成（ 1992 年）、NAFTA 発足（ 1994 年）を軸として、欧米諸国は、

まず経済関係の深い近隣の地域内での貿易・投資の高度な自由化・円滑化により、市場の拡大や生産拠点の効率化

を通じた企業収益の改善、国内経済構造の改革等を目指す取組を積極的に推進した。 
WTO シアトル閣僚会議の決裂（ 1999 年）及びドーハ・ラウンド（ 2001 年～）の停滞を通して、 WTO におけ

る多国間での自由貿易推進の難しさが顕在化し、二国間あるいは地域国間での EPA/FTA 締結に向けた動きが世界

的な潮流として更に加速することになった。 
シアトル閣僚会議以降、EPA/FTA に関して以下三点の傾向が見られる。 
第一には、EPA/FTA 協定において、関税・非関税障壁の撤廃のみならず、投資、競争、労働、環境、電子商取

引、経済協力、人の移動など、多様な分野に関するルールの整備が含まれるケースが増えたことである（従来の 
FTA の要素に加えて、域内のモノ、サービス、人、資本の移動の更なる自由化、円滑化を図るため、水際及び国内

の規制の撤廃や各種経済制度の調和等を行うなど幅広い内容を含む EPA を我が国が結んできたのはその一例）。 
第二には、「地域統合」型の EPA/FTA や広域経済連携の動きが各地域において見られることが挙げられる。 
米州では、メルコスール（南米南部共同市場）とアンデス共同体が、 2003 年 12 月に自由貿易地域創設のための

枠組み協定に署名した。また、米国と中米諸国との FTA（米国-中米-ドミニカ共和国自由貿易協定、DR-CAFTA ）
が 2004 年 8 月に署名され、国ごとに順次発効した。北米自由貿易協定（ NAFTA ）は 1994 年 1 月に発効し、それ

に代わる米国・メキシコ・カナダ協定（ USMCA ）は 2020 年 7 月に発効した。 
アジア太平洋地域では、2010 年 3 月に TPP（環太平洋パートナーシップ）協定交渉が開始し、2016 年 2 月に署

名に至った。その後 2017 年 1 月に米国が TPP からの離脱を通知したが、米国を除く 11 か国での交渉を経て、翌 
2018 年 3 月には CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）が署名に至り、2018 年 
12 月に発効した。2013 年 5 月には東アジア地域全域をカバーする RCEP（地域的な包括的経済連携）協定の交渉

が 16 か国（ ASEAN 10 か国と日中韓印豪 NZ ）で開始された。2019 年 11 月にインドは RCEP 協定への懸念を表

明し、その後の交渉会合には参加せず、2020 年 11 月、インドを除く 15 か国が協定に署名した。本協定は 2022 年 
1 月に 10 か国で発効した後、同年 2 月に韓国、同年 3 月にマレーシア、2023 年 1 月にインドネシア、同年 6 月に

フィリピンについて、それぞれ発効している（後述の 3.(2)○20 を参照）。そのほか、2013  年 3 月には日中韓 FTA 
交渉が開始されている。  
アフリカ地域では、アフリカ連合（ AU ）の 55 か国・地域のうちエリトリアを除く 54 か国・地域が署名してい

る AfCFTA が 2021 年 1 月に運用開始した。 
第三には、近接しない国・地域間での EPA/FTA を締結する動きが活発化していることが挙げられる。1985 年の

 
3 各国・地域別の FTA 締結状況については、WTOのウェブサイト上に記載がある（http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx） 
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メリットから除外されることになる。したがって、WTO 体制を支え、かつ、EPA/FTA のメリットを享受しデメリ

ットを最小化することが肝要である。 
本報告書の第Ⅰ部、第Ⅱ部では、WTO 協定に基づく権利・義務の観点から主要国の貿易政策を評価したが、

EPA/FTA や投資協定で規律されるルールについても、各国政府による遵守を確保するとともに、こうしたルール

それ自体の WTO 協定との整合性を確保するよう注視していくことが重要である。 
こうした観点も踏まえ、第Ⅲ部においては、日本が締結した EPA/FTA 及び投資協定を中心に、国際経済ルール

の規律内容を解説し、関連する各国の措置について紹介する。第三国間で締結された EPA/FTA や投資協定につい

ても、最近の主要な事例を紹介する。なお、デジタル及び環境分野の協定（例えばデジタル経済パートナーシップ

協定（ DEPA ））は、WTO に RTA として通報されている協定ではないものの重要な動きであるため、本総論で

も記載することとする。 
  

２２．．世世界界ににおおけけるる経経済済連連携携のの動動向向  

 
（（11））世世界界全全体体のの概概観観33  
  
冷戦が終結し、新たな国際経済システムが模索されるなかで、まず欧米が地域経済統合の動きを加速化させた。

EU の域内市場統合計画による単一市場の形成（ 1992 年）、NAFTA 発足（ 1994 年）を軸として、欧米諸国は、

まず経済関係の深い近隣の地域内での貿易・投資の高度な自由化・円滑化により、市場の拡大や生産拠点の効率化

を通じた企業収益の改善、国内経済構造の改革等を目指す取組を積極的に推進した。 
WTO シアトル閣僚会議の決裂（ 1999 年）及びドーハ・ラウンド（ 2001 年～）の停滞を通して、 WTO におけ

る多国間での自由貿易推進の難しさが顕在化し、二国間あるいは地域国間での EPA/FTA 締結に向けた動きが世界

的な潮流として更に加速することになった。 
シアトル閣僚会議以降、EPA/FTA に関して以下三点の傾向が見られる。 
第一には、EPA/FTA 協定において、関税・非関税障壁の撤廃のみならず、投資、競争、労働、環境、電子商取

引、経済協力、人の移動など、多様な分野に関するルールの整備が含まれるケースが増えたことである（従来の 
FTA の要素に加えて、域内のモノ、サービス、人、資本の移動の更なる自由化、円滑化を図るため、水際及び国内

の規制の撤廃や各種経済制度の調和等を行うなど幅広い内容を含む EPA を我が国が結んできたのはその一例）。 
第二には、「地域統合」型の EPA/FTA や広域経済連携の動きが各地域において見られることが挙げられる。 
米州では、メルコスール（南米南部共同市場）とアンデス共同体が、 2003 年 12 月に自由貿易地域創設のための

枠組み協定に署名した。また、米国と中米諸国との FTA（米国-中米-ドミニカ共和国自由貿易協定、DR-CAFTA ）
が 2004 年 8 月に署名され、国ごとに順次発効した。北米自由貿易協定（ NAFTA ）は 1994 年 1 月に発効し、それ

に代わる米国・メキシコ・カナダ協定（ USMCA ）は 2020 年 7 月に発効した。 
アジア太平洋地域では、2010 年 3 月に TPP（環太平洋パートナーシップ）協定交渉が開始し、2016 年 2 月に署

名に至った。その後 2017 年 1 月に米国が TPP からの離脱を通知したが、米国を除く 11 か国での交渉を経て、翌 
2018 年 3 月には CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）が署名に至り、2018 年 
12 月に発効した。2013 年 5 月には東アジア地域全域をカバーする RCEP（地域的な包括的経済連携）協定の交渉

が 16 か国（ ASEAN 10 か国と日中韓印豪 NZ ）で開始された。2019 年 11 月にインドは RCEP 協定への懸念を表

明し、その後の交渉会合には参加せず、2020 年 11 月、インドを除く 15 か国が協定に署名した。本協定は 2022 年 
1 月に 10 か国で発効した後、同年 2 月に韓国、同年 3 月にマレーシア、2023 年 1 月にインドネシア、同年 6 月に

フィリピンについて、それぞれ発効している（後述の 3.(2)○20 を参照）。そのほか、2013  年 3 月には日中韓 FTA 
交渉が開始されている。  
アフリカ地域では、アフリカ連合（ AU ）の 55 か国・地域のうちエリトリアを除く 54 か国・地域が署名してい

る AfCFTA が 2021 年 1 月に運用開始した。 
第三には、近接しない国・地域間での EPA/FTA を締結する動きが活発化していることが挙げられる。1985 年の

 
3 各国・地域別の FTA 締結状況については、WTOのウェブサイト上に記載がある（http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx） 
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米イスラエル FTA を端緒に、EU メキシコ FTA、韓 EU・FTA、米韓 FTA、EU 南アフリカ FTA、EU シンガポー

ル FTA、EU カナダ FTA、EFTA シンガポールFTA、チリトルコFTA、韓国ペルー FTA、中国モーリシャス 
FTA、英豪 FTA、英 NZFTAなどが締結されており、日本もメキシコ、チリ、ペルーといった中南米諸国、EU、

英国、スイスといった欧州諸国とも EPA/FTA を締結している。 
以上の EPA/FTA に関する動きに加えて、分野別の協定を締結する動きが活発になっている。（これらの協定は 

WTO に RTA として通報されているものではないものの、重要な動きであるため記載する）。 
デジタル分野では、例えば、シンガポール、ニュージーランド、チリの 3 か国によるデジタル経済パートナーシ

ップ協定（ Digital Economic Partnership Agreement, DEPA ）が 2020 年 6 月に署名され、2021 年 1 月に発効し4、

2024 年 5 月に韓国の正式加入が発表された（ DEPA の動きについては、第 Ⅲ 部第 7 章( 3 )⑲参照）。このほかに

も星豪 DEA ( 2020 年 8 月署名、12 月発効)、星韓 DPA ( 2022 年 11 月署名、2023 年 1 月発効) 、星英 DEA ( 2022 年 
2 月署名、6 月発効)、など、様々なデジタル経済協定（ Digital Economic Agreement, DEA ）やデジタルパートナー

シップ協定（ Digital Partnership Agreement, DPA ）を締結する動きが活発化している。 
環境分野においても、協定を形成する動きが見受けられ、2022 年 10 月には星豪グリーン経済協定（ Green 

Economy Agreement, GEA ）が署名された。また、2025 年10 月にはシンガポール、チリ、ニュージーランドの間

でグリーン・エコノミー・パートナーシップ（ GEPA ）協定の交渉が開始された。 
 

（（22））主主なな地地域域統統合合のの概概観観とと各各国国等等のの動動向向  
 
本項では、加速化する各地域の地域経済統合の動きを概説する。 

 
①①米米州州  
（（aa））北北米米自自由由貿貿易易協協定定（（  NNAAFFTTAA：：NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  FFrreeee  TTrraaddee  AAggrreeeemmeenntt  ））及及びび  UUSSMMCCAA（（  UUnniitteedd  SSttaatteess--
MMeexxiiccoo--CCaannaaddaa  AAggrreeeemmeenntt  ））  のの概概観観  
米国、カナダ、メキシコの 3 か国で構成される北米自由貿易協定（ NAFTA ）は、1992 年 12 月に調印され、

1994 年 1 月に発効した。同協定は、域内での貿易障害の除去、国際協力の枠組みの確立等を目的とし、モノ及びサ

ービスの通商規則（域内関税・数量制限の撤廃、原産地規則等）に加えて、投資、知的財産権、競争政策の各分野

のルールを規定した。 
3 か国は、2017 年 8 月から NAFTA 再交渉を開始した。2018 年 8 月米国・メキシコ間で「初期的な大筋合意

（ preliminary agreement in principle ）」を発表した。同年 9 月 3 か国で合意に至り、その際、協定の名称を 
USMCA（ United States-Mexico-Canada Agreement ）に改めると発表した。同年 11 月、3 か国は協定に署名した。 

2019 年 12 月 、3 か国は労働や環境等の分野に関して、協定の内容を一部修正する「修正議定書」に署名した。 
その後、メキシコでは、同年 12 月に連邦議会上院が USMCA の批准を承認した。米国では、同年 12 月に下院、

2020 年 1 月に上院で USMCA 実施法案が可決され、大統領の署名を経て、批准手続が終了した。カナダでは、同

年 2 月 に実施法案が下院国際貿易委員会で採択され、下院本会議へ送付された後、3 月、カナダ議会が USMCA 実
施法案を承認し、カナダ総督が同法案を承認して批准手続が完了した。USMCA は同年 7 月に発効し、発効 6 年後

の 2026 年 7 月には協定の見直しが予定されている。米国内では、USMCA 実施法に基づき、協定の見直しに向け

たプロセスが進んでおり、2025 年 9 月から 12 月にかけて、パブリックコメントの募集、公聴会による意見聴取、

議会への報告などが行われた。メキシコ及びカナダ国内でもパブリックコメントが募集されるとともに、産業界や

州、その他の関係者との会合などが実施された。また、2026年3月18日には、米国とメキシコの二国間による初の

技術協議が行われた。 
 

（（ii））UUSSMMCCAA  のの主主ななポポイインントト  
（（自自動動車車））  
・自動車の域内原産地比率は 2020 年 7 月（協定発効日）から 66 ％、以降、段階的に引上げ、2023 年 7 月には 75 ％ 
とする。 

 
4 シンガポール、ニュージーランドは2021 年１ 月発効だが、チリは同年11月発効。 
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・自動車部品（乗用車・ピックアップ用）の域内原産地比率を①重要部品、②主要部品、③補完部品の 3 カテゴリ

ーに区分。それぞれ、66 ％・62.5％・62 ％ とし、以降、段階的に引き上げ。2023 年  7 月には、75 ％・70 ％・

65 ％ とする。 
・時給 16 ドル以上の労働生産で製造する割合を 40 ～45 ％ とする。 
・車両に使用される鉄鋼・アルミニウムのうち、70 ％ 以上の比率が北米域内原産であることを求める。 
※ライトハイザー米通商代表発フリーランド加外相／グアハルド墨経済相宛サイドレター 
・自動車分野においては、一定数量を下回る対米輸出については、通商拡大法 232 条を適用しない（①乗用車：年

間 260 万台まで、②ライトトラック：全て、③自動車部品：メキシコは年間 1,080 億ドル相当、カナダは年間 
324 億ドル相当）。 
なお、2022 年 1 月、USMCA の自動車分野の原産地規則の解釈をめぐり、メキシコ政府は USMCA の紛争解決章

に基づくパネルの設置を要請し、カナダも同月に申立国に加わると発表した。その後、2023 年 1 月、紛争解決パネ

ルは米国の解釈は協定不整合とし、メキシコとカナダの主張を支持した。 
 

（（農農産産品品））  
・米国とメキシコは、互いに農産物のゼロ関税を維持。 
・米国とカナダは、互いに国別関税割当枠（無税）を設定（米国は乳製品及び砂糖、カナダは乳製品、鶏肉及び

卵）。段階的に最大 19 年目まで枠数量を拡大。 
・カナダは、協定発効 6 か月後に、乳製品の供給管理制度における生産者価格の設定方法を一部見直し。 
・米国とカナダの間で、関税割当の運用の公平性、透明性の確保に関する規則に合意。 
・地理的表示の異議申立て手続の透明性の強化等、地理的表示に関する新たな規律に合意。 
・輸出補助金等、貿易歪曲的政策の削減へのコミットメント等に合意。 

 
（（知知的的財財産産））  
・著作権保護期間を 70 年に延長。 
 
（（「「非非市市場場経経済済国国」」55ととのの  FFTTAA  ））  
・締約国が「非市場経済国（注）」との FTA を交渉する場合、交渉開始 3 か月前までに通知しなければならない。

当該 FTA が発効した場合、他の締約国（ 2 か国）は 6 か月の通知を以て、本協定を終了させ、2  か国間の協定に

代替可。 
 

（（為為替替））  
・国際通貨基金（ IMF ）協定のもと、国際収支の効果的な調整を妨げるため又は不公正な競争上の優位を得るた

めに為替相場又は国際通貨制度を操作することを回避するよう義務付けられていることを確認。 
・市場で決定される為替相場体制の実現・維持、競争的な通貨の切下げ（外国為替市場への介入を通じたものを含

む）を控えること、マクロ経済と為替相場の安定の条件を強固にするファンダメンタルズの強化を規定。 
 
（（レレビビュューー及及びび延延長長））  
・各国の 16 年延長の意思が確認されない限り、協定発効後 16 年で終了。協定発効 6 年目に、各国の延長の意思を

確認し、合意されれば自動的に延長。延長決定から 6 年毎にレビュー。 
 

（（iiii））UUSSMMCCAA修修正正議議定定書書 
（（労労働働））  
・・労働者の権利侵害に対する救済措置として、労働分野の紛争早期解決メカニズム（ RRM ）を追加。対象施設に

おける労働者の権利侵害が発生していると考えられる場合、締約国は USMCA 事務局に、紛争解決パネル設置の

 
5 同協定における「非市場経済国」の定義：協定署名時に少なくとも 1 か国が非市場経済と決定しており、かつ、いずれの締約国も FTA を締結して

いない国 
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・自動車部品（乗用車・ピックアップ用）の域内原産地比率を①重要部品、②主要部品、③補完部品の 3 カテゴリ

ーに区分。それぞれ、66 ％・62.5％・62 ％ とし、以降、段階的に引き上げ。2023 年  7 月には、75 ％・70 ％・

65 ％ とする。 
・時給 16 ドル以上の労働生産で製造する割合を 40 ～45 ％ とする。 
・車両に使用される鉄鋼・アルミニウムのうち、70 ％ 以上の比率が北米域内原産であることを求める。 
※ライトハイザー米通商代表発フリーランド加外相／グアハルド墨経済相宛サイドレター 
・自動車分野においては、一定数量を下回る対米輸出については、通商拡大法 232 条を適用しない（①乗用車：年

間 260 万台まで、②ライトトラック：全て、③自動車部品：メキシコは年間 1,080 億ドル相当、カナダは年間 
324 億ドル相当）。 
なお、2022 年 1 月、USMCA の自動車分野の原産地規則の解釈をめぐり、メキシコ政府は USMCA の紛争解決章

に基づくパネルの設置を要請し、カナダも同月に申立国に加わると発表した。その後、2023 年 1 月、紛争解決パネ

ルは米国の解釈は協定不整合とし、メキシコとカナダの主張を支持した。 
 

（（農農産産品品））  
・米国とメキシコは、互いに農産物のゼロ関税を維持。 
・米国とカナダは、互いに国別関税割当枠（無税）を設定（米国は乳製品及び砂糖、カナダは乳製品、鶏肉及び

卵）。段階的に最大 19 年目まで枠数量を拡大。 
・カナダは、協定発効 6 か月後に、乳製品の供給管理制度における生産者価格の設定方法を一部見直し。 
・米国とカナダの間で、関税割当の運用の公平性、透明性の確保に関する規則に合意。 
・地理的表示の異議申立て手続の透明性の強化等、地理的表示に関する新たな規律に合意。 
・輸出補助金等、貿易歪曲的政策の削減へのコミットメント等に合意。 

 
（（知知的的財財産産））  
・著作権保護期間を 70 年に延長。 
 
（（「「非非市市場場経経済済国国」」55ととのの  FFTTAA  ））  
・締約国が「非市場経済国（注）」との FTA を交渉する場合、交渉開始 3 か月前までに通知しなければならない。

当該 FTA が発効した場合、他の締約国（ 2 か国）は 6 か月の通知を以て、本協定を終了させ、2  か国間の協定に

代替可。 
 

（（為為替替））  
・国際通貨基金（ IMF ）協定のもと、国際収支の効果的な調整を妨げるため又は不公正な競争上の優位を得るた

めに為替相場又は国際通貨制度を操作することを回避するよう義務付けられていることを確認。 
・市場で決定される為替相場体制の実現・維持、競争的な通貨の切下げ（外国為替市場への介入を通じたものを含

む）を控えること、マクロ経済と為替相場の安定の条件を強固にするファンダメンタルズの強化を規定。 
 
（（レレビビュューー及及びび延延長長））  
・各国の 16 年延長の意思が確認されない限り、協定発効後 16 年で終了。協定発効 6 年目に、各国の延長の意思を

確認し、合意されれば自動的に延長。延長決定から 6 年毎にレビュー。 
 

（（iiii））UUSSMMCCAA修修正正議議定定書書 
（（労労働働））  
・・労働者の権利侵害に対する救済措置として、労働分野の紛争早期解決メカニズム（ RRM ）を追加。対象施設に

おける労働者の権利侵害が発生していると考えられる場合、締約国は USMCA 事務局に、紛争解決パネル設置の

 
5 同協定における「非市場経済国」の定義：協定署名時に少なくとも 1 か国が非市場経済と決定しており、かつ、いずれの締約国も FTA を締結して

いない国 
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申立を行うことが可能。 
・パネルが労働基準の違反を認めた場合、救済措置として、提訴国は違反先の対象施設で製造される製品の特恵関

税の停止や対象施設で製造される製品又は提供されるサービスに対し罰則を課すことができる。また、二度以上

の違反が認められた場合、輸入禁止措置をとることも可能。 
 

（（環環境境））  
・環境関連の多数国間の枠組みを遵守することの規定を追加。 

 
（（知知的的財財産産））  
・バイオ医薬品に関するデータ保護期間(「 10 年間」)の規定を削除。 

 
（（bb））南南米米南南部部共共同同市市場場（（  MMEERRCCOOSSUURR：：MMeerrccaaddoo  CCoommúúnn  ddeell  SSuurr  ））のの概概観観  

1995 年 1 月に発効した南米南部共同市場（メルコスール）は、2025 年 3 月現在、アルゼンチン、ブラジル、パ

ラグアイ、ウルグアイ、ボリビアの 5 か国で構成される域内の関税撤廃等を目的に発足した関税同盟である（ボリ

ビアは、2024 年 7 月にメルコスール加盟議定書を批准。発効後 4 年以内に国内法規を整備し、加盟手続を完了させ

る予定。ベネズエラは 2016 年より加盟資格停止中）。 
メルコスールとアンデス共同体（加盟国：ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー）は、 2005 年 6 月のメ

ルコスール首脳会合において相互に各加盟国を準加盟国として扱っていくことを確認し、南米共同市場の強化が図

られた。 
域外との貿易協定については、2000 年 4 月に 欧州連合（ EU ） との FTA 交渉を開始後、2016 年 5 月から再開し

て 2019 年 6 月に大筋合意に達した。2024 年 12 月に最終的な合意に達し、2026 年 1 月にパラグアイにて署名され

た。欧州自由貿易連合（ EFTA ）とも 2017 年 6  月より FTA 交渉を開始し、2019 年 8 月に基本合意、2025 年９月

に署名された。 
その他、メルコスールはイスラエル（ 2009 年発効）、エジプト（ 2017 年発効）、パレスチナ（ 2011 年署名、

未発効）、シンガポール（ 2023 年署名、2026 年 2 月にパラグアイとの間でのみ発効）も FTA 交渉を終えており、

南部アフリカ関税同盟（ SACU ）（ 2016 年発効）及びインド（ 2009 年発効）とは特恵貿易協定（ PTA ）を締結

している。 
また、カナダ（ 2018 年 ）、韓国（ 2018 年）、レバノン（ 2019 年）、アラブ首長国連邦（ 2024 年）、インドネ

シア（ 2021 年）、ベトナム（ 2025 年： PTA ）との交渉を開始している。 
対外共通関税を設定する関税同盟の加盟国は、他国と独自の貿易協定を締結することはできないが、2021 年には、

ウルグアイが中国との FTA 交渉に向けた予備調査の実施を発表し、アルゼンチン等がそれを非難するなど、域外

との通商交渉柔軟化や対外共通関税の引下げ等を巡り、メルコスール内で意見が対立している。またこのような中、

2022 年 12 月、ウルグアイは CPTPP への加入を要請していたが、2025 年 11 月の TPP 委員会にて、加入手続開始

が決定された。 
我が国との関係では、日・メルコスール経済緊密化のための対話を過去 45 回開催（ 2012 年、2015 年、2016 年、

2017 年、2024 年）、両国の EPA/FTA の取組等について情報交換を行うとともに、2025 年 12 月に立ち上げた日・

メルコスール戦略的パートナーシップ枠組みの第１回会合が2026 年 1 月、第 2 回会合が2026年3月に開催された。 
 

（（cc））アアンンデデスス共共同同体体（（  CCAANN：：CCoommuunniiddaadd  AAnnddiinnaa  ））のの概概観観  
1969 年に発効したアンデス地域統合協定を 1996 年に改組して設立されたアンデス共同体は、コロンビア、ペル

ー、ボリビア、エクアドルの 4 か国で構成される関税同盟である（ベネズエラは 2006 年 4 月に脱退表明。2005 年 
7 月、メルコスール諸国であるアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイが準加盟国として参加。チリは 
2006 年 9 月に準加盟）。 
域内関税について、コロンビア、ボリビア、エクアドルは 1993 年までに撤廃し、ペルーは 2005 年 12 月末に撤

廃したことで、2006 年 1 月よりアンデス自由貿易圏が正式に発効した。対外共通関税については、4 段階の新対外

共通関税を 2004 年までに適用する予定であったが、加盟国間の利害の不一致や、コロンビア、ペルー、エクアド
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ル 3 か国の対米個別 FTA 交渉が開始したことに伴い、2006 年 2 月のアンデス共同体通商大臣会合において新対外

共通関税の発効を 2007 年 1 月 31 日まで停止することで合意された。その後，2014 年 12 月 31 日まで停止期限の延

長を行ったが、2015 年 4月に対外共通関税の発効を放棄することを決定した。他地域との間では、2007 年に EU と
アンデス共同体との FTA 交渉が開始され、2009 年 2 月から EU とコロンビア、ペルー、エクアドルとの通商協定

交渉へと変化し、2009 年 7 月にエクアドルが交渉離脱した後、2012 年 6 月に三者で署名、2013 年 8 月に発効した。

なお、2019 年 5 月、コロンビア、ペルー、エクアドルは英国との間で、英国の EU 離脱後も貿易協定の各種条件を

維持することを定めた協定を締結した。また、米国とアンデス共同体域内国との二国間 FTA については、2009 年 
2 月にペルーとの FTA、2012 年 5 月にコロンビアとの FTA が発効した。 

 
（（dd））太太平平洋洋同同盟盟（（  AAlliiaannzzaa  ddeell  PPaaccííffiiccoo  ））のの概概観観 

2012 年 6 月に署名された太平洋同盟（ Alianza delPacífico ）は、メキシコ、コロンビア、ペルー、チリの 4 か国

によって枠組み条約に署名された地域経済統合協定である。太平洋同盟の構成や参加資格等、太平洋同盟の組織や

体制について規定する「太平洋同盟枠組協定」は、2015 年 7 月に発効した。2014 年 2 月に開かれた第 8 回太平洋

同盟首脳会合において、域内関税について 92 ％ の品目で即時撤廃、残り 8- ％ を最長で 17 年かけて段階的に完全

撤廃することなどを内容とする追加議定書が採択された。 
2015 年 7 月には第 10 回首脳会合が開催され、物品、サービス、資本及び人のより自由な移動を実現するため、

深化した統合地域の建設を進展させる決意や、他の統合メカニズムと連携していく意思等を示すパラカス宣言が採

択された。 
2017 年には、準加盟国についての議論が進展した。太平洋同盟の発足当初から、アジア太平洋との関係強化は基

本方針に盛り込まれていたところ、その動きが本格化している。2017 年 6 月にコロンビアで開催された太平洋同盟

首脳会合において、豪州、ニュージーランド、カナダ及びシンガポールの 4 か国が、太平洋同盟の「準加盟国」の

候補国として、太平洋同盟加盟 4 か国と包括的自由貿易交渉開始を発表した（シンガポールは、2022 年 1 月 FTA 
に署名、2025 年 5 月チリ、ペルーとの間で発効）。 

2018 年の太平洋同盟首脳会合で採択された宣言では、上記 4 か国との加盟国交渉の進展に満足の意を示すととも

に、韓国、エクアドルを次の準加盟国の候補として歓迎し、将来的には、韓国、エクアドルと交渉を開始する旨が

記載されている。 
2019 年の太平洋同盟首脳会合では、2018 年に採択された「戦略的ビジョン 2030 」をより強固に推進していくこ

とを確認した。 
2020 年の太平洋同盟首脳会合では、新型コロナ感染症拡大を鑑みオンラインで実施されたが、同盟国地域におけ

るデジタル市場の発展、ジェンダーの平等、新型コロナウイルス対策の 3 つを主なテーマに議論し、首脳宣言を発

表した。 
2022 年の太平洋同盟首脳会合では、「ブエナベントゥーラ宣言」に署名し、新型コロナ感染症のパンデミックに

より引き起こされた社会・経済的影響を減らし、同盟の創設目的でもある域内貿易の促進と、包括的で持続可能な

デジタル開発、人の移動のさらなる自由化などを促進することに合意した。また、シンガポールとの自由貿易協定

の署名が行われた。さらに、エクアドルの正規加盟国入りに向けた交渉を開始することに合意した。また、2022 年 
6 月には、韓国の準加盟国入りに向けた交渉が開始した。 

2022 年 11 月には、ペルーでの政治的混乱を受け、メキシコで開催予定であった首脳会合は中止を余儀なくされ、

代わりに同年12月にペルーで開催予定であった首脳会合も相次いで中止となった。また、2023 年 4 月にはメキシコ

からペルーに議長国の引き継ぎが行われる予定であったが、メキシコがこれを拒否した。これを受け、代わりにチ

リが一時的に臨時議長国を務め、2023 年 8 月にチリからペルーに議長国の引き継ぎがなされた。その後、2023 年 
12 月にあらためてチリが議長国となり、その後2024 年 12 月にチリからコロンビア、2026年1月にメキシコに議長

国の引き継ぎがなされた。 
 

（（ee））カカリリブブ共共同同体体（（  CCAARRIICCOOMM  ））のの概概観観  
1973 年 8 月に発足したカリブ共同体（ CARICOM ）は、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベ

リーズ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントルシ
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ル 3 か国の対米個別 FTA 交渉が開始したことに伴い、2006 年 2 月のアンデス共同体通商大臣会合において新対外
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2015 年 7 月には第 10 回首脳会合が開催され、物品、サービス、資本及び人のより自由な移動を実現するため、

深化した統合地域の建設を進展させる決意や、他の統合メカニズムと連携していく意思等を示すパラカス宣言が採

択された。 
2017 年には、準加盟国についての議論が進展した。太平洋同盟の発足当初から、アジア太平洋との関係強化は基
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ア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、モンセラット（英領）といっ

た 14 か国 1 地域で構成される共同体である。 
CARICOM 内で経済統合強化の声が高まり、サービス、資本、人の自由移動といった共同市場を強化・拡大した

カリコム単一市場・経済（ CSME ）を目指している。 
2006 年 1 月、バルバドス、ベリーズ、ガイアナ、ジャマイカ、スリナム及びトリニダード・トバゴの 6 カ国でカ

リコム単一市場（ CSM ）を開始。同年 7 月、OECS 諸国（アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、グレナダ、

セントクリストファー・ネービス、セントルシア及びセントビンセント及びグレナディーン諸島）が参加。 
2018 年 12 月、特別首脳会合がトリニダード・トバゴで開催され、人の自由移動に関し、その適用枠を拡大する

ことなどが決められた。発足以来、CSME の実現のためのそれぞれの条項が徐々に実施されてはいるが、CSME 全
条項実施までは至っていない。 
我が国との関係では、日・カリコム首脳会合を 1 回開催（ 2014 年）、日・カリコム外相会合を計 8 回開催

（ 2000 年、2010 年、2013 年、2014 年、2016 年、2018 年、2021 年、2024 年）し、日・カリコム関係の一層の強

化について意見交換を行っている。 
 

（（ff））地地域域統統合合にに向向けけたた各各国国のの主主なな動動きき  
（（ii））米米国国 
米国は 1990 年代までは、前述の北米自由貿易協定（ NAFTA ）及びイスラエルとの二国間 FTA 以外には FTA を

締結していなかったが、2002 年通商法（貿易促進権限（ TPA ）を含む）の成立を契機に、チリ、シンガポールを

はじめとして FTA 交渉を積極的に展開し始めた。2003 年 9 月の WTO カンクン会合において「ドーハ開発アジェ

ンダ」の中間合意が達成できなかったことにより、この動きを更に加速させた。米国は、FTA を単なる貿易自由化

にとどまらず、相手国の貧困からの脱却や経済改革への支援、加えて安全保障やテロ対策の観点からも同盟関係構

築のツールとして位置づけている。米国は、中南米、アジア・オセアニア、中東、アフリカと全世界規模で FTA 
を展開している。2025 年 2 月時点で 20 の国との間で FTA等 を発効済みである。2006 年 11 月には、APEC 地域に

おけるアジア太平洋自由貿易圏（ FTAAP ）を提案した。 
2009 年 11 月には、オバマ大統領が環太平洋パートナーシップ（ TPP ）への関与を表明し、翌 12 月には米議会

へ交渉開始を通知した。2016 年 2 月に署名されたものの、2017 年 1 月に、オバマ大統領にかわってトランプ大統

領が就任したことで、通商政策の方針は大きく転換した。トランプ大統領は、就任直後の 1 月 23 日、TPP からの

離脱を正式に決める大統領令に署名した（ TPP の動きについては 3（2）⑯環太平洋パートナーシップの項を参

照）。 
同年 8 月からはカナダ・メキシコとの NAFTA の再交渉を開始し、2020年 7月に USMCA として発効した。2018 

年 10 月に改正交渉開始に合意した米韓 FTA については、2019 年 1 月に発効した。また、米国は英国との FTA 交
渉を 2020 年 5 月に開始したが、大きな動きはない。ケニアとの FTA 交渉を同年 7 月に開始し、2023 年 4 月に第一

回の交渉会合を開催した。 
また EPA/FTA  以外の動きとして、2022 年 5 月には、14 カ国の参加国からなるインド太平洋経済枠組み（ IPEF ）

を立ち上げた（ IPEF の動きについては、 3（5）②インド太平洋経済枠組み（ IPEF ）の項を参照）。2023 年 1 月
には、バイデン大統領が 2022 年 6 月に提唱した経済枠組み「経済繁栄のための米州パートナーシップ（ APEP ）」

（米国、バルバドス、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、メキシコ、パナマ、

ペルー、ウルグアイ）が正式発足し、2023 年 11 月に初の首脳級会合を米国が主催した。 
 
（（iiii））メメキキシシココ 
メキシコについては、2026年 1 月時点で 20 の EPA/FTA が発効している（日本とは 2005 年にEPA を発効。詳細

は 3（2）②日メキシコ EPA の項参照）。韓国との FTA 交渉については、2006 年 2 月から交渉を開始したが、当

時韓国が対米 FTA 交渉に注力していたこともあり、2006 年 6 月までの第 3 回交渉以降、進展がみられず、2007 年 
8 月、当初目指していた「戦略的経済補完協定」から FTA に格上げして締結交渉を開始することを発表したものの 
2008 年 6 月以降は交渉が事実上中断していた。2016 年 4 月に韓国大統領がメキシコを公式訪問し、メキシコ大統

領との会談で、2016 年第 4 四半期以降をめどに FTA の交渉再開へ向けた協議を行うことが合意された。2022 年 3 
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月には、韓メキシコFTA の交渉再開が合意されたものの、同年 11 月にメキシコ外相が交渉を一時中断することを

明らかにしている。 
2000 年に発効した EU との FTA については、2013 年に包括的な現代化を目指すことで合意した。その実現に向

け、2016 年 6 月から交渉会合が行われ、2020 年 4 月に EUメキシコ FTA の現代化について最終合意を発表した。

その後、条文精査等を経て、2025年1月にEU側より現代化交渉の完了が正式に発表され、現在は署名および批准に

向けた手続が進行中。 
他に、すでに紹介した通り、2020 年7 月に、NAFTA に代わる USMCA が発効している。 

 
（（iiiiii））カカナナダダ 
カナダについて 2026年 3月現在、15 の EPA/FTA が発効している。複数の国が参加するEPA/FTA として、

USMCA 、CPTPP と、欧州自由貿易連合（ EFTA ）（スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）

との FTA を締結している（日本とは 2012 年 11 月に EPA の交渉を開始し、2014  年  11  月までに 7  回の交渉会合

を実施。）。 
「 EU カナダ包括的経済貿易協定（ CETA ）」については、暫定適用を 2017 年 9 月から開始した。CETA は EU 

にとって主要 7 か国（ G7 ）のメンバーと結ぶ初めての FTA であり、協定全体の正式な発効には、EU 全加盟国に

おける批准手続が必要となる。 
また、2018  年  3 月にはメルコスールとの FTA 交渉を開始し、進歩的貿易アジェンダの推進にコミットしている。 
2020 年に EU を離脱した英国とは、2021 年 4 月にカナダ‐英国貿易継続協定( Canada-UK Trade Continuity 

Agreement ( TCA ))を発効した。この協定は、カナダEU 包括的経済貿易協定（ CETA ）の主要な合意内容を確保

し、双方の市場への特恵アクセスを継続的に提供するものである。なお、この協定は、カナダと英国が 2022 年 3 
月に開始した FTA 交渉が妥結するまでの間の暫定的な協定と位置付けられているが、英国政府は 2024 年 １ 月、カ

ナダとの FTA 交渉を一時停止すると表明している。 
ASEAN との間では、2021 年 11 月に FTA 交渉の開始について合意し、現在も交渉を継続。 
2022 年 2 月には、エクアドルとの間で FTA 交渉を開始し、2025 年 1 月に交渉が妥結した。 
2024 年 12 月には、インドネシアとの間で包括的経済連携協定（ CEPA ）の交渉が妥結し、2025年9月に署名さ

れた。 
2025 年に入り、フィリピン、タイとの FTA の交渉開始または再開、UAE、インドとのCEPA の交渉開始で合意

している。 
 
②②欧欧州州  
（（aa））  EEUU  のの地地域域統統合合及及びび主主要要国国ととのの経経済済連連携携強強化化のの取取組組  

EU は、GATT/WTO の多国間貿易交渉による貿易投資の自由化を最優先としつつ、周辺諸国や旧宗主国の関係国

との FTA 交渉を推進してきた。しかしながら、WTO ドーハ開発アジェンダ（ DDA ）の交渉停滞を受け、2006 年 
10 月に EU は域内の単一市場の強化とともに対外通商政策に関する考え方を示した政策文書「グローバル・ヨーロ

ッパ」を発表して、WTO 体制を全面的に支持しつつ、それを補完するものとして、アジアを中心とする新興市場

開拓に焦点を置いた FTA 交渉を進めていく姿勢を表明した。 
これに基づき、韓国と 2007 年 5 月から FTA 交渉を開始し、2016 年 7 月に発効した。インドとは、2007 年 6 月

に交渉を開始し、2013 年以降は事実上、交渉が停止していたが、2022 年 4 月に EU 印首脳会談にて FTA 交渉の 6 
月再開に合意、2026 年 1 月に妥結を発表した。ASEAN とは、2007 年 5 月に交渉を開始したものの、2009 年 3 月
から休止している。ASEAN 各国との FTA 交渉の状況は様々であり、シンガポールとの FTA は 2019 年 11 月、ベ

トナムとの FTA は 2020 年 8 月に発効、インドネシアとの FTA は 2025 年９月に最終合意に達し、マレーシア、フ

ィリピン、タイとは交渉中である。 
アフリカ諸国については、2007 年末までに ACP（アフリカ、カリブ海、太平洋地域）内でいくつかの地域統合

と中間協定を締結し、経済連携協定の締結へ向けて交渉を行っていたが、合意できたのはカリブ海地域のみだった

（ 2008 年 10 月に調印）。その後、アフリカを 5 地域に分けて見直し交渉を進めた結果、西部アフリカ地域とは 
2014 年 7 月に署名を行い、南部アフリカ地域とは 2016 年に暫定適用した。 
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（（iiiiii））カカナナダダ 
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との FTA を締結している（日本とは 2012 年 11 月に EPA の交渉を開始し、2014  年  11  月までに 7  回の交渉会合

を実施。）。 
「 EU カナダ包括的経済貿易協定（ CETA ）」については、暫定適用を 2017 年 9 月から開始した。CETA は EU 

にとって主要 7 か国（ G7 ）のメンバーと結ぶ初めての FTA であり、協定全体の正式な発効には、EU 全加盟国に

おける批准手続が必要となる。 
また、2018  年  3 月にはメルコスールとの FTA 交渉を開始し、進歩的貿易アジェンダの推進にコミットしている。 
2020 年に EU を離脱した英国とは、2021 年 4 月にカナダ‐英国貿易継続協定( Canada-UK Trade Continuity 

Agreement ( TCA ))を発効した。この協定は、カナダEU 包括的経済貿易協定（ CETA ）の主要な合意内容を確保

し、双方の市場への特恵アクセスを継続的に提供するものである。なお、この協定は、カナダと英国が 2022 年 3 
月に開始した FTA 交渉が妥結するまでの間の暫定的な協定と位置付けられているが、英国政府は 2024 年 １ 月、カ

ナダとの FTA 交渉を一時停止すると表明している。 
ASEAN との間では、2021 年 11 月に FTA 交渉の開始について合意し、現在も交渉を継続。 
2022 年 2 月には、エクアドルとの間で FTA 交渉を開始し、2025 年 1 月に交渉が妥結した。 
2024 年 12 月には、インドネシアとの間で包括的経済連携協定（ CEPA ）の交渉が妥結し、2025年9月に署名さ

れた。 
2025 年に入り、フィリピン、タイとの FTA の交渉開始または再開、UAE、インドとのCEPA の交渉開始で合意

している。 
 
②②欧欧州州  
（（aa））  EEUU  のの地地域域統統合合及及びび主主要要国国ととのの経経済済連連携携強強化化のの取取組組  

EU は、GATT/WTO の多国間貿易交渉による貿易投資の自由化を最優先としつつ、周辺諸国や旧宗主国の関係国

との FTA 交渉を推進してきた。しかしながら、WTO ドーハ開発アジェンダ（ DDA ）の交渉停滞を受け、2006 年 
10 月に EU は域内の単一市場の強化とともに対外通商政策に関する考え方を示した政策文書「グローバル・ヨーロ

ッパ」を発表して、WTO 体制を全面的に支持しつつ、それを補完するものとして、アジアを中心とする新興市場

開拓に焦点を置いた FTA 交渉を進めていく姿勢を表明した。 
これに基づき、韓国と 2007 年 5 月から FTA 交渉を開始し、2016 年 7 月に発効した。インドとは、2007 年 6 月

に交渉を開始し、2013 年以降は事実上、交渉が停止していたが、2022 年 4 月に EU 印首脳会談にて FTA 交渉の 6 
月再開に合意、2026 年 1 月に妥結を発表した。ASEAN とは、2007 年 5 月に交渉を開始したものの、2009 年 3 月
から休止している。ASEAN 各国との FTA 交渉の状況は様々であり、シンガポールとの FTA は 2019 年 11 月、ベ

トナムとの FTA は 2020 年 8 月に発効、インドネシアとの FTA は 2025 年９月に最終合意に達し、マレーシア、フ

ィリピン、タイとは交渉中である。 
アフリカ諸国については、2007 年末までに ACP（アフリカ、カリブ海、太平洋地域）内でいくつかの地域統合

と中間協定を締結し、経済連携協定の締結へ向けて交渉を行っていたが、合意できたのはカリブ海地域のみだった

（ 2008 年 10 月に調印）。その後、アフリカを 5 地域に分けて見直し交渉を進めた結果、西部アフリカ地域とは 
2014 年 7 月に署名を行い、南部アフリカ地域とは 2016 年に暫定適用した。 
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2015 年には、更に「万人のための貿易」（「 Trade for all 」）において、貿易における全体戦略を示した。 
中南米諸国との関係においては、政治協力も含めたメキシコEU 自由貿易協定が 2000 年 7 月に発効した。本協定

は、知的財産権や政府調達、競争、投資等を含んだ包括的なものである。市場アクセスに関しては、鉱工業品では 
100 ％、サービスではオーディオ・ビジュアル、航空輸送、海運を除いて自由化した。本協定の発効により、EU 
は、中南米のみならず NAFTA への足がかりを作ることができた。メキシコとはさらに、2016 年 5 月より改定交渉

を開始し、2018 年 4 月に大枠合意に至り、最終的に 2020 年 4 月に FTA- 再交渉が妥結され、市場アクセス等が改

善した。チリとの間でも、FTA を含む経済枠組協力協定が 2005 年 3 月に発効し、2017 年 11 月に開始された改正

交渉は 2022 年 12 月に終了している。メルコスールとの間で 1995 年 12 月に、地域間協力枠組協定に署名した。こ

れをうけて、技術協力の推進、投資促進への法環境整備等を含む包括的な政治経済連携を目指す EUメルコスール

連合協定交渉が 2000 年 4 月に開始され、2004 年に交渉中断したものの、2016 年 10 月から再開し、2019 年 6 月に

大枠合意、2024 年 12 月に最終合意に達し、2026 年 1 月に署名された。 
湾岸協力理事会（ Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC：バーレーン、クウェート、オマーン、

カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦）とは、1990 年に FTA 交渉を開始し、交渉の一時中断を経て、

2002 年に交渉を再開した。2008 年には GCC により交渉が停止され、その後非公式な協議が行われている。 
カナダとは、2009 年 10 月から交渉を開始し、2014 年 9 月オタワでのカナダ-EU サミットにおいて交渉を終了し

た旨を宣言した。その後、2016 年 10 月にブラッセルでの EU-カナダサミットで、EUカナダ包括的経済・貿易協定

（ CETA ）に調印し、2017 年 9 月から暫定適用した。協定を完全に発効させるためには、EU 域内の国家による協

定の承認が必要とされている。 
米国との FTA については、2013 年 7 月から交渉開始したものの、2017 年 1 月に、マルムストローム欧州委員

（通商担当）（当時）が、トランプ米政権の誕生に伴って停止状態にあるとの見解を表明していた。しかし、その

後通商協議の再検討が進められ、2018 年 7 月の首脳会談において、条件付きの通商協議入りすることで合意した。

10 月に USTR が EU と貿易交渉を開始する意思を米議会に通知したことによって、法的には 2019 年 1 月中旬以降、

交渉を開始できることとなった。2019 年 4 月に欧州理事会は、EU として米国との通商協議を開始する権限を欧州

委員会に付託する交渉指令案を承認した。交渉内容は「工業品に対する関税撤廃」「非関税障壁撤廃に向けた（基

準認証の）適合性評価」（以降、適合性評価）に絞り、農業分野を含まないことを強調している。また、11 月には

欧州委員会貿易総局が米国との適合性評価に関する協定のための提案を公表した。2020 年 8 月、数億ドル規模の市

場アクセスを拡大する関税引き下げパッケージの合意を発表し、EU 側はロブスターの 5 年間の関税撤廃、米国側

は 160 百万ドル相当の EU からの一部輸出品目に対して 50 % 関税削減を約束した。 
豪州については FTA 交渉が 2018 年に開始され、2023 年に農業等を巡る対立で凍結されたものの、2025 年９月

に再開されることとなった。また、ニュージーランドについては、FTA 交渉が 2018 年に開始され、2022 年 6 月に

交渉妥結、2024 年５月に発効した。 
 

（（bb））英英国国をを巡巡るる動動きき  
2020 年 1 月末に英国は EU から離脱した。離脱協定では 2020 年末までを「移行期間」とし、移行期間中は、英

国は引き続き EU が第三国と締結した国際約束を含む EU 法が適用される条約に拘束されることとなった。 
一方、英国は移行期間終了後に発効させる自由貿易協定の交渉・署名・批准が可能となった。英国は日本との間

で EPA を 2020 年 10 月に署名した。英 EU では、物品とサービス貿易に限らず幅広い分野をカバーする通商協力協

定が、移行期間終了間際の 2020 年 12 月に署名され、移行期間が明けた 2021 年 1 月に暫定発効した後、2021 年 5 
月に正式発効した（欧州議会の批准が 2020 年内に間に合わなかったため、欧州委員会は暫定発効という特例措置

をとった）。 
なお、直近の英国の動きとしては、2023 年 7 月、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

（ CPTPP ）への英国の加入議定書の署名が行われ、2024 年 12 月に同議定書が発効した。 
 

③③アアジジアア太太平平洋洋地地域域  
（（aa））AASSEEAANN  経経済済共共同同体体（（  AAEECC：：AASSEEAANN  EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  ））のの概概観観  

AFTA は、1992 年 1 月の ASEAN 首脳会議においてその推進が合意された、東南アジア諸国連合（ ASEAN ）加
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盟 10 か国（現在は 11 か国）による自由貿易地域である。1993 年 1 月より、共通実効特恵関税（ CEPT：Common 
Effective Preferential Tariff ）制度に基づいて、域内関税を段階的に引き下げることとしており、当初は 2008 年まで

に適用品目( IL )の域内関税を 0～5 ％ まで引き下げることを目標としていた。しかしながら、その後、1994 年の 
AFTA 評議会では域内関税引き下げの期限が 2003 年に前倒しされ、1998 年 12 月の ASEAN 首脳会議では、

ASEAN 先発加盟国（フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、インドネシア）について、引き

下げ期限がさらに 2002 年に前倒しされた。加えて、1999 年の AFTA 評議会及び ASEAN 首脳会議では関税引き下

げの目標を「 0～5 ％ 」から「関税撤廃」とした上で、IL の関税撤廃期限を先発加盟国については 2010 年まで、

新規加盟国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）については 2015 年までとすることが宣言された。そ

の結果、先発加盟国の IL 関税引き下げは 2002 年に、IL 関税撤廃は 2010 年に、新規加盟国の IL 関税撤廃は、総品

目数の 7 % にあたる一部品目を除き 2015 年 1 月に達成された。なお、この一部品目については 2018 年まで関税撤

廃が猶予されていたが、2018 年にこの残りの 7 % の品目の関税が撤廃された。 
また、2007  年  11  月の ASEAN 首脳会議では、法的拘束力のある「 ASEAN 憲章」が署名され、AEC の 2015 年

までのロードマップである「 AEC ブループリント」が発出された。その中で、AFTA-CEPT 協定を包括的な協定

として見直すことが記載されており、2009 年 2 月には、CEPT 協定に替わる「 ASEAN 物品貿易協定（ ATIGA ）」

が署名され、貿易円滑化、税関、任意規格・強制規格及び適合性評価・衛生植物検疫・貿易救済措置の 5 分野が追

加された。同様に、投資分野についても、ASEAN 投資促進・保護協定（ IGA ）と ASEAN 投資地域枠組合意

（ AIA ）を統合・改定した「 ASEAN 包括的投資協定（ ACIA ）」が署名された。 
そして、2020 年 10 月、1995 年に署名されたASEAN サービス枠組み協定（ AFAS ）を全面的に刷新する ASEAN 

サービス貿易協定（ ATISA ）が署名された。今回の署名によって、内国民待遇・最恵国待遇・市場アクセスなど

の具体的な規律が定められた。 
2025 年 5 月の第 46 回 ASEAN 首脳会議において、「 ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030 」

が採択され、ポスト 2025 の経済統合に係る最初の 5 年計画として位置付けられている。 
ATIGA については、2022 年にアップグレード交渉が正式開始され、2025 年に交渉妥結に至り、2025 年 10 月に

改正第 2 議定書の署名が開始された。投資分野では、ACIA の現代化に向けて 2024年に第 5 改正議定書の署名プロ

セスが開始されている。 
 

（（bb））AASSEEAANN  をを巡巡るる動動きき（（「「  AASSEEAANN  ＋＋  11  」」のの取取組組））  
近年、ASEAN の成長活力を取り込むことによって経済活性化を図るべく、前述の米国及び EU、後述する日本

の他にも、中国、韓国、インド、豪州・ニュージーランド（ ANZCER ）等が、ASEAN との EPA/FTA 締結への動

きを活発化させている。 
中国 ASEAN FTA（ ACFTA ） については、2003 年に「包括的経済協力枠組み協定」が発効し、2004 年には、

「物品貿易協定」、｢紛争解決制度協定｣に署名した。2005 年から関税引き下げを開始し、2010 年には ASEAN 6 か
国において対象品目の 9 割について関税が撤廃された。また、「サービス貿易協定」は 2007 年に発効、「投資協

定」は 2010 年 1 月に発効した。2016 年 7 月、ACFTA 高度化協定が発効された。2022 年 11 月に ACFTA 3.0 への

アップグレード交渉が開始され、2024 年 10 月に交渉の実質妥結が発表された。2025 年 10 月の ASEAN 関連首脳

会議の期間中にはACFTA 3.0 Upgrade Protocol が署名され、今後、各国の国内手続を経て発効する見込みである。

韓国 ASEAN FTA については 2004 年に交渉開始、8 回の交渉を経て、2005 年 12 月の韓 ASEAN 首脳会談において

「包括的経済協力枠組み協定」に署名した。また、同時期に行われた韓国 ASEAN 通商長官会談において「紛争解

決協定」に署名し、韓 ASEAN 首脳会談において「包括的経済協力枠組み協定」に署名した。また、2006 年 8 月、

「物品貿易協定」に署名（タイを除く）し、2007 年より関税引き下げを開始した。また、2009 年に「サービス貿

易協定」が発効した。2009 年 2 月には、タイの物品貿易協定に係る議定書を署名、6 月には投資協定が署名された。

韓国及び ASEAN 6 か国は 2012 年までにほとんどの品目で関税が撤廃されている。 
2002 年 11 月、ASEAN とインドの初の首脳会談において、双方が経済協力の強化で合意し、貿易・投資の自由

化を長期目標とすることなどを決定した。その決定を受け、政府間の作業部会を立ち上げ、2003 年 10 月に枠組み

協定に署名した。物品分野において、インド側の自由化除外品目数等について交渉が難航していたが、2008 年 8 月
に合意に至り、2009 年 8 月に署名され、2010 年 1 月から発効した。2011 年にフィリピンとカンボジアが批准を済
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盟 10 か国（現在は 11 か国）による自由貿易地域である。1993 年 1 月より、共通実効特恵関税（ CEPT：Common 
Effective Preferential Tariff ）制度に基づいて、域内関税を段階的に引き下げることとしており、当初は 2008 年まで

に適用品目( IL )の域内関税を 0～5 ％ まで引き下げることを目標としていた。しかしながら、その後、1994 年の 
AFTA 評議会では域内関税引き下げの期限が 2003 年に前倒しされ、1998 年 12 月の ASEAN 首脳会議では、

ASEAN 先発加盟国（フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、インドネシア）について、引き

下げ期限がさらに 2002 年に前倒しされた。加えて、1999 年の AFTA 評議会及び ASEAN 首脳会議では関税引き下

げの目標を「 0～5 ％ 」から「関税撤廃」とした上で、IL の関税撤廃期限を先発加盟国については 2010 年まで、

新規加盟国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）については 2015 年までとすることが宣言された。そ

の結果、先発加盟国の IL 関税引き下げは 2002 年に、IL 関税撤廃は 2010 年に、新規加盟国の IL 関税撤廃は、総品

目数の 7 % にあたる一部品目を除き 2015 年 1 月に達成された。なお、この一部品目については 2018 年まで関税撤

廃が猶予されていたが、2018 年にこの残りの 7 % の品目の関税が撤廃された。 
また、2007  年  11  月の ASEAN 首脳会議では、法的拘束力のある「 ASEAN 憲章」が署名され、AEC の 2015 年

までのロードマップである「 AEC ブループリント」が発出された。その中で、AFTA-CEPT 協定を包括的な協定

として見直すことが記載されており、2009 年 2 月には、CEPT 協定に替わる「 ASEAN 物品貿易協定（ ATIGA ）」

が署名され、貿易円滑化、税関、任意規格・強制規格及び適合性評価・衛生植物検疫・貿易救済措置の 5 分野が追

加された。同様に、投資分野についても、ASEAN 投資促進・保護協定（ IGA ）と ASEAN 投資地域枠組合意

（ AIA ）を統合・改定した「 ASEAN 包括的投資協定（ ACIA ）」が署名された。 
そして、2020 年 10 月、1995 年に署名されたASEAN サービス枠組み協定（ AFAS ）を全面的に刷新する ASEAN 

サービス貿易協定（ ATISA ）が署名された。今回の署名によって、内国民待遇・最恵国待遇・市場アクセスなど

の具体的な規律が定められた。 
2025 年 5 月の第 46 回 ASEAN 首脳会議において、「 ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026–2030 」

が採択され、ポスト 2025 の経済統合に係る最初の 5 年計画として位置付けられている。 
ATIGA については、2022 年にアップグレード交渉が正式開始され、2025 年に交渉妥結に至り、2025 年 10 月に

改正第 2 議定書の署名が開始された。投資分野では、ACIA の現代化に向けて 2024年に第 5 改正議定書の署名プロ

セスが開始されている。 
 

（（bb））AASSEEAANN  をを巡巡るる動動きき（（「「  AASSEEAANN  ＋＋  11  」」のの取取組組））  
近年、ASEAN の成長活力を取り込むことによって経済活性化を図るべく、前述の米国及び EU、後述する日本

の他にも、中国、韓国、インド、豪州・ニュージーランド（ ANZCER ）等が、ASEAN との EPA/FTA 締結への動

きを活発化させている。 
中国 ASEAN FTA（ ACFTA ） については、2003 年に「包括的経済協力枠組み協定」が発効し、2004 年には、

「物品貿易協定」、｢紛争解決制度協定｣に署名した。2005 年から関税引き下げを開始し、2010 年には ASEAN 6 か
国において対象品目の 9 割について関税が撤廃された。また、「サービス貿易協定」は 2007 年に発効、「投資協

定」は 2010 年 1 月に発効した。2016 年 7 月、ACFTA 高度化協定が発効された。2022 年 11 月に ACFTA 3.0 への

アップグレード交渉が開始され、2024 年 10 月に交渉の実質妥結が発表された。2025 年 10 月の ASEAN 関連首脳

会議の期間中にはACFTA 3.0 Upgrade Protocol が署名され、今後、各国の国内手続を経て発効する見込みである。

韓国 ASEAN FTA については 2004 年に交渉開始、8 回の交渉を経て、2005 年 12 月の韓 ASEAN 首脳会談において

「包括的経済協力枠組み協定」に署名した。また、同時期に行われた韓国 ASEAN 通商長官会談において「紛争解

決協定」に署名し、韓 ASEAN 首脳会談において「包括的経済協力枠組み協定」に署名した。また、2006 年 8 月、

「物品貿易協定」に署名（タイを除く）し、2007 年より関税引き下げを開始した。また、2009 年に「サービス貿

易協定」が発効した。2009 年 2 月には、タイの物品貿易協定に係る議定書を署名、6 月には投資協定が署名された。

韓国及び ASEAN 6 か国は 2012 年までにほとんどの品目で関税が撤廃されている。 
2002 年 11 月、ASEAN とインドの初の首脳会談において、双方が経済協力の強化で合意し、貿易・投資の自由

化を長期目標とすることなどを決定した。その決定を受け、政府間の作業部会を立ち上げ、2003 年 10 月に枠組み

協定に署名した。物品分野において、インド側の自由化除外品目数等について交渉が難航していたが、2008 年 8 月
に合意に至り、2009 年 8 月に署名され、2010 年 1 月から発効した。2011 年にフィリピンとカンボジアが批准を済
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ませたことにより、10 か国全ての国との発効に至った。また、インドと ASEAN は、2012 年 12 月 20 日、サービ

スと投資分野の FTA の締結にも合意し、2014 年 11 月に全加盟国間で署名された。 
ASEAN豪NZ・FTA （ AANZFTA ）は 2005 年に交渉開始し、2009 年 2 月に署名された。2010 年 1 月に豪州、ニ

ュージーランド、ブルネイ、マレーシア等 8 か国との間で発効し、2012 年 1 月全 ASEAN 諸国との間で発効した。

なお、2010 年 5 月から開始された協定見直し交渉は、2013 年 12 月に合意され、 2014 年 8 月の署名を経て、2015 
年 10 月に第一改訂議定書が発効し、原産地規則の統合・簡素化等が図られた。2020 年にはさらに AANZFTA のア

ップグレード交渉が開始され、2022 年 11 月に実質的に妥結、2023 年8月に第２改訂議定書が署名、2025年4月に発

効した。 
ASEAN香港 FTA（ AHKFTA ）及び投資協定（ AHKIA ） は 2014 年 7 月に交渉開始し、2017 年 9 月に合意、同

年 11 月の ASEAN 首脳会議に合わせて署名された。2024 年 9 月には新たな製品別原産地規則を組み込むため、

AHKFTA の第一改訂議定書が署名された。 
日ASEAN 包括的経済連携（ AJCEP ）協定は、我が国にとって初めての広域経済連携協定である。2005 年より

交渉を開始、2010 年までにはすべての ASEAN 構成国との間で発効に至った。また、サービスの貿易・投資に係る

関係強化のため第一改正議定書を締結し、日本では 2020 年に発効し、各国でも同年から順次発効している。（詳

細は 3. (2) ⑧ 日ASEAN 包括的経済連携（ AJCEP ）協定参照）。 
 

（（cc））地地域域統統合合にに向向けけたた各各国国等等のの主主なな動動きき  
（（ii）） シシンンガガポポーールル 
シンガポールは積極的に EPA/FTA 締結に向けた動きを展開しており、2025 年 1 月までに 29 のEPA/FTA が発効

している。特に、ブルネイ、ニュージーランド、チリとの間で環太平洋戦略的経済連携協定（ P4 ）を発効させて

おり、TPP 協定交渉を主導した。2010 年 3 月に交渉を開始した EU との FTA は、2018 年 10 月に署名に至り、2019 
年 11 月 21 日に発効した。パキスタン、カナダ、ウクライナ等とは現在交渉中である。2022 年 1 月には、太平洋同

盟(メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ)との FTA に署名、2025 年 5 月にチリ、ペルーとの間で発効した。した。 
またシンガポールは、デジタル経済協定( DEA )の締結を推進している。2020 年 12 月に豪州とのデジタル経済協

定が発効した。英国との間では 2022 年 6 月にデジタル経済協定が発効している。また 2023 年 2 月には、EU シン

ガポール・デジタルパートナーシップが発足した。2024 年 7 月には EU シンガポール・デジタル貿易協定

（ EUSDTA ）交渉が妥結され、2025 年 5 月に署名、2026 年2 月発効した。同協定は、自由で開かれた安全なデー

タ流通を可能にし、エンド・ツー・エンドのデジタル貿易を円滑化し、企業および消費者にとって信頼のある安全

なデジタルシステムを確立する、高水準の約束（コミットメント）で構成されている。2023 年 1 月は韓国との間で

デジタルパートナーシップ協定が発効した。2 国間だけでなく、複数の国が参加する協定である DEPA もシンガポ

ール、ニュージーランド、チリの 3 国の間で 2021 年 1 月発効し、2024 年 5 月に韓国の正式加入が発表された

（ DEPA の動きについては、第 Ⅲ 部第 7 章( 3 ) ⑲ 参照）。2024 年 12 月には、二度の改訂を経て、中国シンガポ

ール自由貿易協定（ CSFTA ）のさらなるアップグレード議定書が発効した。主な内容は「投資・貿易分野におけ

るより自由で透明性の高い規則の導入」「ネガティブリスト方式（自由化を約束しない分野を列挙する方法、第 Ⅲ 
部第 2 章( 2 )参照）への見直しに伴う市場アクセスの拡大」「電気通信サービス章の新設」となっている。 

2022 年 10 月には星豪グリーン経済協定（ Green Economy Agreement, GEA ）が署名されており、今後の環境分

野における協力事項を総覧的に列挙したフレームワーク協定であり、17 の協力イニシアティブの概要が附属書とし

て公表されている。うち 3 分野はアーリーハーベストとして成果物も同時に公表された。 
協定自体はソフトな内容で、新たな拘束力のある義務を生じず（ 21 条）、紛争解決メカニズムも両国間の協議

のみ（ 24 条）である。環境関連物品リスト（ HS 6 桁で 372 品目）・サービス・リストが附属書に列挙されている

が、市場アクセスの深堀りは今後の検討事項であり、現時点では一切コミットされていない（附属書 B 1.1、B 
1.2 ）。他方で、星豪間での電力融通のための海底送電線の整備や送配電ルール整備等、エネルギー政策上大きな

転換となるような内容も盛り込まれている。 
2025 年 10 月にはシンガポール、チリ、ニュージーランドの間でグリーン・エコノミー・パートナーシップ

（ GEPA ）協定の交渉が開始された。 
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（（iiii）） タタイイ 
タイは 2001 年のタクシン政権発足から、各国との経済連携強化に積極的に動き出し、2026 年 1月時点で 17 の 

EPA/FTA （特恵貿易協定を含む）を締結している。新たに署名されたスリランカ、欧州自由貿易連合（ EFTA ）、

およびブータンとの FTA は、2026 年中に発効する見込みとなっている。 また、交渉中の FTA では、EU および

韓国、カナダとの協議が継続しており、米国との相互貿易協定（ ART ）の締結に向けては、双方が受け入れ可能

な成果を重視しており、協議を準備中の状況。 
 

（（iiiiii）） ママレレーーシシアア 
マレーシアは、2004 年 1 月より開始した我が国との EPA 交渉を契機に、各国との取組を進めており、2026 年 1 

月までに 19 の EPA/FTA （特恵貿易協定を含む）が発効している。2022 年 11 月には、マレーシアについて CPTPP 
が発効した。マレーシアは、2019 年に韓国との FTA 交渉を開始し2025 年 10 月に妥結した。2022 年 12 月に開催さ

れた EU・ASEAN サミットに際して、マレーシアと EU はパートナーシップ・協力協定（ PCA ）に署名、FTA 締
結に向けて努力するとの表現が盛り込まれた。2010 年に EU との FTA 交渉を開始し、その後交渉が中断していた

ものの、2025 年 1 月に交渉再開を発表し、同年 6 月より第 1 回目の交渉が再開されている。また、2025 年 1 月に

はアラブ首長国連邦（ UAE ）と包括的経済連携協定（ CEPA ）に署名、同年 10 月に発効した。これにより、マレ

ーシアは GCC 加盟国と初の FTA を締結したことになる。 
 

（（iivv）） 韓韓国国 
韓国は 2026 年 1 月までに 22 の EPA/FTA を発効している。直近では、2024 年 12 月にフィリピンとの FTA が発

効、2025 年 10 月にマレーシアとの FTA 交渉を妥結したほか、ロシア、メルコスール、ウズベキスタンやタイ等と

交渉中である。 
また、その他、中国、インド、英国や ASEAN との既存の FTA 改善交渉も進められている。一方、日本との交渉

は中断中である。 
2025 年 6 月にイ・ジェミョン政権が発足。現時点で韓国から ＣＰＴＰＰ への加入要請はなされていないものの、

加入への意思の動向が注目されているところ。 
 
（（vv）） 中中国国 
中国は、近年、各国地域との経済連携強化を積極的に推進している。2026 年 1 月時点で、21 の EPA/FTA が発効

済みである。近年では、2024 年１月にニカラグア、５月にエクアドル、７月にセルビア、2025 年 1 月にモルディ

ブとの FTA が発効し、12 月にシンガポールとの FTA 改定議定書が発効した。また、ホンジュラス、スリランカ、

イスラエル、ノルウェー、モルドバ、パナマ、パレスチナとの二国間 EPA/FTA、韓国との第二段階の EPA/FTA や、

GCC、日中韓との EPA/FTA について交渉中である。さらに 7 か国と、二国間 EPA/FTAについての共同研究を実施

中もしくは検討中であり、2021 年にはウルグアイが中国との FTA 交渉に向けた予備調査の実施を発表した。 
既に発効済みの EPA/FTA のうち、 ASEAN 、チリ、シンガポール、ニュージーランド、パキスタン、ペルー、

ジョージアとの EPA/FTA については、アップグレード交渉が完了しており、スイスとの FTA については、アップ

グレード交渉中である。なお、台湾との間では 2010 年 9 月に経済協力枠組協定（ ECFA ）が発効され、関税・サ

ービス分野のアーリーハーベストなどが順次合意し実施された（なお、中国側は、2023 年 12 月、2024 年 5 月に、

一部品目に関する関税引下げ停止を表明）。香港・マカオとの間では経済・貿易関係緊密化協定（ CEPA ）を発効

済みであり、2018 年 12 月には香港、マカオとの CEPA 物品貿易協定が締結・、発効され、2024 年 10 月には二次

改正が行われ、2025 年 3 月サービス貿易分野の自由化が拡大され、発効した。欧州との間では、2020 年 12 月の中

国 EU 首脳会談後に中国・EU 包括的投資協定について大筋合意を発表したが、2021 年 5 月、欧州議会で本協定の

批准に向けた審議を停止する決議が賛成多数で可決され、審議が凍結した。協定発効の見込みは立っていない。 
また CPTPP について、2021 年 9 月に加入要請を通報した。 
2021 年 11 月には、国境を越えたデータ移管やＡＩの統治・管理、フィンテック・電子決済、デジタル ID 、政府

データの公共利用など幅広い分野を対象としたデジタルに特化した DEPA への加入申請を、寄託国であるニュージ

ーランドに提出。2022 年 8 月には中国の加入作業部会が設置され、加入プロセスの議論が進められている（ DEPA 
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（（iiii）） タタイイ 
タイは 2001 年のタクシン政権発足から、各国との経済連携強化に積極的に動き出し、2026 年 1月時点で 17 の 

EPA/FTA （特恵貿易協定を含む）を締結している。新たに署名されたスリランカ、欧州自由貿易連合（ EFTA ）、

およびブータンとの FTA は、2026 年中に発効する見込みとなっている。 また、交渉中の FTA では、EU および

韓国、カナダとの協議が継続しており、米国との相互貿易協定（ ART ）の締結に向けては、双方が受け入れ可能

な成果を重視しており、協議を準備中の状況。 
 

（（iiiiii）） ママレレーーシシアア 
マレーシアは、2004 年 1 月より開始した我が国との EPA 交渉を契機に、各国との取組を進めており、2026 年 1 

月までに 19 の EPA/FTA （特恵貿易協定を含む）が発効している。2022 年 11 月には、マレーシアについて CPTPP 
が発効した。マレーシアは、2019 年に韓国との FTA 交渉を開始し2025 年 10 月に妥結した。2022 年 12 月に開催さ

れた EU・ASEAN サミットに際して、マレーシアと EU はパートナーシップ・協力協定（ PCA ）に署名、FTA 締
結に向けて努力するとの表現が盛り込まれた。2010 年に EU との FTA 交渉を開始し、その後交渉が中断していた

ものの、2025 年 1 月に交渉再開を発表し、同年 6 月より第 1 回目の交渉が再開されている。また、2025 年 1 月に

はアラブ首長国連邦（ UAE ）と包括的経済連携協定（ CEPA ）に署名、同年 10 月に発効した。これにより、マレ

ーシアは GCC 加盟国と初の FTA を締結したことになる。 
 

（（iivv）） 韓韓国国 
韓国は 2026 年 1 月までに 22 の EPA/FTA を発効している。直近では、2024 年 12 月にフィリピンとの FTA が発

効、2025 年 10 月にマレーシアとの FTA 交渉を妥結したほか、ロシア、メルコスール、ウズベキスタンやタイ等と

交渉中である。 
また、その他、中国、インド、英国や ASEAN との既存の FTA 改善交渉も進められている。一方、日本との交渉

は中断中である。 
2025 年 6 月にイ・ジェミョン政権が発足。現時点で韓国から ＣＰＴＰＰ への加入要請はなされていないものの、

加入への意思の動向が注目されているところ。 
 
（（vv）） 中中国国 
中国は、近年、各国地域との経済連携強化を積極的に推進している。2026 年 1 月時点で、21 の EPA/FTA が発効

済みである。近年では、2024 年１月にニカラグア、５月にエクアドル、７月にセルビア、2025 年 1 月にモルディ

ブとの FTA が発効し、12 月にシンガポールとの FTA 改定議定書が発効した。また、ホンジュラス、スリランカ、

イスラエル、ノルウェー、モルドバ、パナマ、パレスチナとの二国間 EPA/FTA、韓国との第二段階の EPA/FTA や、

GCC、日中韓との EPA/FTA について交渉中である。さらに 7 か国と、二国間 EPA/FTAについての共同研究を実施

中もしくは検討中であり、2021 年にはウルグアイが中国との FTA 交渉に向けた予備調査の実施を発表した。 
既に発効済みの EPA/FTA のうち、 ASEAN 、チリ、シンガポール、ニュージーランド、パキスタン、ペルー、

ジョージアとの EPA/FTA については、アップグレード交渉が完了しており、スイスとの FTA については、アップ

グレード交渉中である。なお、台湾との間では 2010 年 9 月に経済協力枠組協定（ ECFA ）が発効され、関税・サ

ービス分野のアーリーハーベストなどが順次合意し実施された（なお、中国側は、2023 年 12 月、2024 年 5 月に、

一部品目に関する関税引下げ停止を表明）。香港・マカオとの間では経済・貿易関係緊密化協定（ CEPA ）を発効

済みであり、2018 年 12 月には香港、マカオとの CEPA 物品貿易協定が締結・、発効され、2024 年 10 月には二次

改正が行われ、2025 年 3 月サービス貿易分野の自由化が拡大され、発効した。欧州との間では、2020 年 12 月の中

国 EU 首脳会談後に中国・EU 包括的投資協定について大筋合意を発表したが、2021 年 5 月、欧州議会で本協定の

批准に向けた審議を停止する決議が賛成多数で可決され、審議が凍結した。協定発効の見込みは立っていない。 
また CPTPP について、2021 年 9 月に加入要請を通報した。 
2021 年 11 月には、国境を越えたデータ移管やＡＩの統治・管理、フィンテック・電子決済、デジタル ID 、政府

データの公共利用など幅広い分野を対象としたデジタルに特化した DEPA への加入申請を、寄託国であるニュージ

ーランドに提出。2022 年 8 月には中国の加入作業部会が設置され、加入プロセスの議論が進められている（ DEPA 
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の動きについては、第 Ⅲ 部第 7 章「デジタル貿易」( 3 ) ⑲ 参照）。 
 

（（vvii）） イインンドド 
インドは、2000 年代以降、各国・地域との経済連携強化を積極的に推進し、2026 年 1 月までに、日本、韓国、

豪州、UAE 、シンガポール、タイ、マレーシア、スリランカ、ネパール、ブータン、モーリシャス、ASEAN 、南

アジア地域協力連合（ SAARC ）加盟 7 か国、EFTA 、英国、オマーンとの計 16 の FTA/EPA を締結している。我

が国とは 2007 年 1 月に交渉を開始し、2011 年 8 月に包括的経済連携協定（ CEPA ) の発効に至った（ 3．我が国に

おける経済連携の取組の項参照）。2004 年にタイとのアーリーハーベストの FTA を締結し、2005 年にシンガポー

ル、2011 年にはマレーシアとの包括的経済協力協定（ CECA )を発効、ASEAN との FTA も 2010 年に発効させた。

2004 年に開催された南アジア地域協力連合（ SAARC ）首脳会議において、加盟 7 か国が対象となる南アジア自由

貿易圏（ SAFTA ）枠組み協定に署名し、2006 年 1 月に発効に至った。また、メルコスール、チリ、アフガニスタ

ンとの特恵貿易協定（ PTA )が発効済みであり、多国間枠組みとしては 1975 年に締結されたアジア太平洋貿易協定

（ APTA )がバングラデシュ、中国、韓国、スリランカとの間で適用されている。 
インドは、RCEP 協定交渉に参加していたが、2019 年 11 月の RCEP 首脳会合で交渉妥結に難色を示し、その結

果 RCEP 協定はインド以外の 15 か国で署名されることとなった。RCEP 協定署名国が署名後にいつでもインドと

交渉を開始できること、加入に先立ちインドがオブザーバーとして RCEP 会合に参加できること等が RCEP 協定署

名国間で確認されたものの、2022 年の協定発効を経て、2026 年 1 月時点でも、復帰に向けた動きは確認されてい

ない。 
他方、近年、二国間の FTA 交渉に積極的な姿勢へと転換しており、2022 年 2 月に署名された UAE との包括的経

済連携協定（ CEPA )が5月に発効、豪州とは包括的経済協力協定（ CECA ）に向けた暫定協定という位置付けで 
2022 年 4 月に経済協力・貿易協定（ ECTA ）が署名され、12 月に発効した。2022 年 1月、2019 年以降中断してい

た韓国との CEPA に関する改定交渉の再開に合意し、11 月に交渉会合を実施している。また、2025 年７月に英国

との FTA 、同年 12 月にオマーンとの EPA が署名され、同月にはニュージーランドとの FTA の交渉妥結にも至っ

ている。2007 年に開始するも長らく中断していた EU との FTA 交渉は、2022 年 6 月に再開し、2026 年 1 月に妥結

に至った。 
また、交渉中の国・地域としては、カナダ、イスラエル、インドネシア、ペルー、湾岸協力会議（ GCC ）、ユ

ーラシア経済連合（ EAEU ）、南部アフリカ関税同盟（ SACU ）がある。 
 

（（vviiii）） 豪豪州州 
豪州は各国・地域との FTA 交渉に積極的に取り組んでおり、2026 年 1 月までに 19 の EPA/FTA （特恵貿易協

定を含む）が発効している。 
2011 年 5 月に交渉開始に合意したインドとの FTA である AI-ECTA については、2015  年  9 月以降の交渉休止を

経て、テハン貿易大臣とゴヤル商工大臣が 2021 年 12 月に最終妥結に先行して関税引き下げを実施する前倒し措置

（アーリーハーベスト）の期間を短縮すること、最終合意の早期実現を目指すことに合意した。同協定は 2022 年 
4 月に署名され、同年 12 月に発効した。インドネシアとは、2010 年 11 月に FTA 交渉開始に合意し、2012  年  9 月
に CEPA 交渉を開始、2019  年  3 月には、両政府が署名、2020 年 7 月に発効した。2017 年 6 月には、太平洋同盟

（メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ）との FTA 交渉を開始した。 EU とは、2018 年 6 月に、FTA 交渉を開始

し、2021 年 10 月に 2022 年 2 月まで交渉が再延期されたものの、2026年3月に交渉妥結した。2020 年 6 月には英国

とのFTA交渉を開始し、2021 年 12 月に署名、2023 年 5 月に発効した。2021 年 5 月、発効から 10 年以上が経過し

た AANZFTA （ ASEAN・豪州・ニュージーランド ）について改定交渉が開始され、2023 年 8 月に署名、2025 年 
4 月に発効した。 
また、 EPA/FTA 以外の動きとして、豪星 DEA が発効した（ 2020 年 12 月）。 
 

（（vviiiiii）） ニニュューージジーーラランンドド 
ニュージーランドについては、2026 年 １月時点で 17 の EPA/FTA （特恵貿易協定を含む）が発効している。

GCC との間では、2009 年 10 月に FTA 交渉に最終合意し、2024 年 10 月に妥結した。また、インドとは、2010 年 
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4 月に交渉開始し、2025 年 12 月に妥結した。一方、2018 年 7 月には、EU と交渉を開始し、2023 年 7 月に署名、

2024 年 5 月に発効した。また、中国とは、2008 年に二国間 FTA が発効された後、アップグレードされたものが、

2022 年 4 月に発効した。また、豪州と同様に、太平洋同盟（メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ） と FTA を交

渉している。2025 年 １ 月、アラブ首長国連邦と包括的経済連携協定（CEPA )を署名、同年 8 月に発効した。 
英国とは 2020 年 6 月より交渉を開始し、2022 年 2 月に署名、2023 年 5 月に発効した。AANZFTA （ ASEAN・

豪州・ ニュージーランド）は 2010 年の発効後、アップグレード交渉が開始され、2022 年 11 月に実質的に妥結

し、2023 年 8 月に署名、2025 年 4 月に発効した。また、デジタル分野に関し、チリ、ニュージーランド、シンガ

ポールの 3 か国での DEPA が 2021 年 11 月に発効した（ DEPA の動きについては、第 Ⅲ 部第 7 章( 3 ) ⑲ 参照）。 
EPA/FTA 以外の動きとして、ニュージーランドの発案で、豪州、カナダ、台湾との間で先住民経済貿易協力協定

（ IPETCA ）が発効している。 
 

（（iixx）） 南南アアジジアア自自由由貿貿易易圏圏（（  SSAAFFTTAA  ））  
2004 年 1 月南アジア地域協力連合（ SAARC ）首脳会議が開催され、加盟 7 か国（インド、パキスタン、バング

ラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ）が対象となる SAFTA 枠組み協定に署名し、2006 年 1 
月に発効している（その後，アフガニスタンも加盟し，現在計 8 か国が加盟）。2007 年末までに、一部の例外品

目を除き、非 LDC 国（インド、パキスタン、スリランカ）が最高税率を 20 ％に削減、LDC 国は同様に 30 ％ まで

削減し、インド及びパキスタンは 2012 年末までに 5 ％ 以下に引き下げ、スリランカは 2013 年末までに 5 ％ 以下

に引き下げた。 
 

（（xx）） ベベンンガガルル湾湾他他分分野野技技術術経経済済協協力力イイニニシシアアテティィブブ（（  BBIIMMSSTTEECC  ）） 
BIMSTEC は、バングラデシュ、インド、ミャンマー、スリランカ、タイ、ネパール、ブータンの計 7 か国で構

成されている。2004 年 2 月、バングラデシュを除き、FTA 枠組み協定を締結し、同年 6 月、バングラデシュを含

めて再調印した。関税譲許や税関協力、サービス、投資についてこれまでに 21 回の交渉が行われており、2018 年 
11 月 18 日、19 日に行われた 21 回目の交渉では、物品関税にかかる協定・税関協力等に係る協定・紛争解決にか

かる協定について、案文確定に向けた大きな進展があった。また、同交渉においては、投資・サービス・貿易円滑

化にかかる協定についても、進展が見られた。 
 
（（33））東東アアジジアア・・アアジジアア太太平平洋洋地地域域のの広広域域経経済済連連携携  
 
本項では、東アジア・アジア太平洋地域における、我が国も参加する特に重要な広域経済連携に関して概説す

る。 
 

①①環環太太平平洋洋パパーートトナナーーシシッッププ（（  TTPPPP：：TTrraannss--PPaacciiffiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  ））  
2005 年、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイの 4 か国は、環太平洋戦略的経済連携協定

（ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership： P4 ）に署名した。P4 は、原則として 2015 年までに 100 ％ の関

税を撤廃するという高いレベルの自由化を指向した FTA であり、また、サービス、知的財産制度、協力等の幅広

い項目を備えたものであった。 
2008 年 3 月、米国は P4 で積み残しとなっていた投資ルールと金融サービス交渉に参加し、その後 9 月には交渉

対象を全分野に拡大することを表明した。11 月にペルーにて開催された APEC 閣僚会議の際には、豪州、ペルー

が参加を表明し、続いてベトナムも将来における参加を前提としたメンバーという位置づけで関与を表明した。 
その後正式な交渉が開始されないまま 1 年近くが経過したが、2009 年 11 月、オバマ米大統領が関係国と連携

（ engage ）していくことを発表、12 月には議会に交渉開始を通知した。これを受け、新たな協定の締結を目指し

て、2010 年 3 月に P4 の 4 か国に米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えて第 1 回 TPP 協定交渉会合が豪州にて実施

された。2010 年 10 月の交渉会合からはマレーシアが新規交渉国に加わるとともに、同年 12 月の交渉会合からは

ベトナムが正式に交渉参加国となった。また、交渉参加への関心を表明していたカナダ及びメキシコについては、

2012 年 10 月に TPP 交渉への参加が正式に認められた。 
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4 月に交渉開始し、2025 年 12 月に妥結した。一方、2018 年 7 月には、EU と交渉を開始し、2023 年 7 月に署名、

2024 年 5 月に発効した。また、中国とは、2008 年に二国間 FTA が発効された後、アップグレードされたものが、

2022 年 4 月に発効した。また、豪州と同様に、太平洋同盟（メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ） と FTA を交

渉している。2025 年 １ 月、アラブ首長国連邦と包括的経済連携協定（CEPA )を署名、同年 8 月に発効した。 
英国とは 2020 年 6 月より交渉を開始し、2022 年 2 月に署名、2023 年 5 月に発効した。AANZFTA （ ASEAN・

豪州・ ニュージーランド）は 2010 年の発効後、アップグレード交渉が開始され、2022 年 11 月に実質的に妥結

し、2023 年 8 月に署名、2025 年 4 月に発効した。また、デジタル分野に関し、チリ、ニュージーランド、シンガ

ポールの 3 か国での DEPA が 2021 年 11 月に発効した（ DEPA の動きについては、第 Ⅲ 部第 7 章( 3 ) ⑲ 参照）。 
EPA/FTA 以外の動きとして、ニュージーランドの発案で、豪州、カナダ、台湾との間で先住民経済貿易協力協定

（ IPETCA ）が発効している。 
 

（（iixx）） 南南アアジジアア自自由由貿貿易易圏圏（（  SSAAFFTTAA  ））  
2004 年 1 月南アジア地域協力連合（ SAARC ）首脳会議が開催され、加盟 7 か国（インド、パキスタン、バング

ラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ）が対象となる SAFTA 枠組み協定に署名し、2006 年 1 
月に発効している（その後，アフガニスタンも加盟し，現在計 8 か国が加盟）。2007 年末までに、一部の例外品

目を除き、非 LDC 国（インド、パキスタン、スリランカ）が最高税率を 20 ％に削減、LDC 国は同様に 30 ％ まで

削減し、インド及びパキスタンは 2012 年末までに 5 ％ 以下に引き下げ、スリランカは 2013 年末までに 5 ％ 以下

に引き下げた。 
 

（（xx）） ベベンンガガルル湾湾他他分分野野技技術術経経済済協協力力イイニニシシアアテティィブブ（（  BBIIMMSSTTEECC  ）） 
BIMSTEC は、バングラデシュ、インド、ミャンマー、スリランカ、タイ、ネパール、ブータンの計 7 か国で構

成されている。2004 年 2 月、バングラデシュを除き、FTA 枠組み協定を締結し、同年 6 月、バングラデシュを含

めて再調印した。関税譲許や税関協力、サービス、投資についてこれまでに 21 回の交渉が行われており、2018 年 
11 月 18 日、19 日に行われた 21 回目の交渉では、物品関税にかかる協定・税関協力等に係る協定・紛争解決にか

かる協定について、案文確定に向けた大きな進展があった。また、同交渉においては、投資・サービス・貿易円滑

化にかかる協定についても、進展が見られた。 
 
（（33））東東アアジジアア・・アアジジアア太太平平洋洋地地域域のの広広域域経経済済連連携携  
 
本項では、東アジア・アジア太平洋地域における、我が国も参加する特に重要な広域経済連携に関して概説す

る。 
 

①①環環太太平平洋洋パパーートトナナーーシシッッププ（（  TTPPPP：：TTrraannss--PPaacciiffiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  ））  
2005 年、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイの 4 か国は、環太平洋戦略的経済連携協定

（ Trans-Pacific Strategic Economic Partnership： P4 ）に署名した。P4 は、原則として 2015 年までに 100 ％ の関

税を撤廃するという高いレベルの自由化を指向した FTA であり、また、サービス、知的財産制度、協力等の幅広

い項目を備えたものであった。 
2008 年 3 月、米国は P4 で積み残しとなっていた投資ルールと金融サービス交渉に参加し、その後 9 月には交渉

対象を全分野に拡大することを表明した。11 月にペルーにて開催された APEC 閣僚会議の際には、豪州、ペルー

が参加を表明し、続いてベトナムも将来における参加を前提としたメンバーという位置づけで関与を表明した。 
その後正式な交渉が開始されないまま 1 年近くが経過したが、2009 年 11 月、オバマ米大統領が関係国と連携

（ engage ）していくことを発表、12 月には議会に交渉開始を通知した。これを受け、新たな協定の締結を目指し

て、2010 年 3 月に P4 の 4 か国に米国、豪州、ペルー、ベトナムを加えて第 1 回 TPP 協定交渉会合が豪州にて実施

された。2010 年 10 月の交渉会合からはマレーシアが新規交渉国に加わるとともに、同年 12 月の交渉会合からは

ベトナムが正式に交渉参加国となった。また、交渉参加への関心を表明していたカナダ及びメキシコについては、

2012 年 10 月に TPP 交渉への参加が正式に認められた。 
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（日本の TPP 交渉参加以降に関する経緯の詳細は 3.( 2 ) ⑯ 環太平洋パートナーシップを参照） 
 

②②地地域域的的なな包包括括的的経経済済連連携携（（  RRCCEEPP  ：：RReeggiioonnaall  CCoommpprreehheennssiivvee  EEccoonnoommiicc  PPaarrttnneerrsshhiipp  ））  
東アジアの経済統合／政治協調を目指す動きは、1991 年のマレーシアの東アジア経済協力（ EAEC ）構想を端

緒としている。アジア通貨危機が発生した 1997 年には第 1 回 ASEAN+3 首脳会議が開催（以後常設化）され、第 
3 回 ASEAN+3 首脳会議において今後の東アジアにおける協力の基本方針を定めた「東アジアにおける協力に関す

る共同声明」が発出された。また、2001 年に東アジアビジョングループ（ EAVG ）が共同体実現に向けた基本理

念や制度化の方向性について ASEAN+3 首脳会議へ報告し、2002 年には東アジアスタディーグループ（ EASG ）
が短期的に実現すべき 17 項目、中長期的に実現すべき 9 項目の具体的方策について報告したことで東アジア共同

体形成への機運が高まった。EASG 報告は、中長期的に実現すべき項目として「東アジア自由貿易地域

（ EAFTA ）」を挙げており、2005 年 4 月、専門家による EAFTA の実現可能性に係る研究会が開始され、2006 
年 7 月、ASEAN+3 による FTA の構築に向け政府間協議を開始すべきとする報告書をまとめた。同年 8 月の 
ASEAN+3 経済大臣会合でこれを報告したが、政府間協議を時期尚早とする意見が多く、2007 年 1 月の首脳会議で

専門家による第 2 フェイズ研究の継続が決まった。同研究は 2007 年 5 月より開始され、2009 年 8 月の ASEAN+3 
経済大臣会合及び同年 10 月の首脳会合で最終報告されて、民間研究提言の政府間検討の開始に関する経済大臣会

合の決定を歓迎した。 
これと並行する形で、ASEAN+6 に関する構想も進められてきた。2005 年 12 月、前年の ASEAN+3 首脳会議の

合意に基づき、ASEAN+6 を参加国とする「東アジア首脳会議（ EAS ）」が初めて開催され、EAS の定期開催

や、EAS がこの地域における共同体形成に「重要な役割（ significant role ）」を果たすことなどを確認する共同宣

言が発出された。日本は、2006 年8 月、ASEAN+6 の経済実態としての結びつきが強まり、ASEAN と日本・中

国・韓国・インド・豪州及びニュージーランドとの「プラス 1」EPA/FTA の取組が進展したことから、16 か国で

の広域経済連携構想「東アジア包括的経済連携（ CEPEA ）」の専門家研究を提案した。2007 年 1 月にはフィリピ

ン・セブ島で第 2 回EAS が開催され、CEPEA 民間研究の立ち上げが歓迎されたほか、EAS の枠組みにおける初め

ての協力として日本からエネルギー分野での提案等が行われた。2007 年 11 月にシンガポールで開催された第 3 回 
EAS では、「東アジア・ASEAN 経済研究センター（ ERIA ）」の正式設立の合意がなされた。 

2009 年 8 月の ASEAN+6 経済大臣会合及び同年 10 月の第 4 回 EAS において、民間研究の成果を政府間で議

論・検討するとの決定を歓迎し、EAFTA 構想と同時並行で政府間の議論に移行すべきことが確認された。 
2009 年から貿易円滑化の 4 分野（原産地規則、関税品目表、税関手続、経済協力）の政府間でのワーキング・グ

ループが設置され、ASEAN 及び対話国との間で、CEPEA 、EAFTA 等の広域的 FTA の実現に向けて、5 つの 
ASEAN プラス 1 FTA の比較、分析が行われ、報告書がとりまとめられた。これらの 4 分野の実質的議論が進展し

たことを受け、2011 年 8 月の ASEAN 経済大臣関連会合において、我が国と中国は共同で「東アジア自由貿易地域

（ EAFTA ）及び東アジア包括的経済連携（ CEPEA ）構築を加速化させるためのイニシアティブ」として、貿

易・投資の自由化に関する 3 つ（物品、サービス、投資）の作業部会を新たに設立することを提案した。日中によ

る共同提案はこれが初めてであり、ASEAN 及び対話国（日中韓印豪NZ）の閣僚により歓迎された。 
同年 11 月の第 6 回東アジア首脳会議においては、貿易円滑化に関する 4 つの作業部会の最終報告が歓迎されると

ともに、日中共同提案を踏まえ、貿易・投資の自由化に関する作業部会を設立することが首脳レベルで合意された。

まずは、2012 年の早期に物品貿易の作業部会が立ち上げられることとなった。また、ASEAN 側から、これまでの 
EAFTA 、CEPEA の取組を踏まえ、今後の地域的経済統合のあり方の一般原則を定めた「東アジア地域包括的経済

連携」（ RCEP ）の枠組みの提案があり、歓迎された。 
その後、2012 年 8 月の ASEAN+FTA パートナーズ経済大臣会合において、RCEP の「交渉の基本指針及び目的」

をとりまとめ、11 月の首脳会議における交渉立ち上げを目指すことで合意した。同年 11 月には、ASEAN 関連首

脳会合において、RCEP 交渉の立上げが宣言された。（ RCEP 交渉開始後の経緯は 3. ( 2 ) ㉑地域的な包括的経済連

携を参照）。 
 

③③アアジジアア太太平平洋洋経経済済協協力力（（  AAPPEECC  ））  
APEC は、日本と豪州が主導して 1989 年に創設したアジア太平洋における地域協力枠組みである。1994 年にイ
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ンドネシアのボゴールにて開催された首脳会議では、先進エコノミーを 2010 年（途上エコノミーは 2020 年）まで

に自由で開かれた貿易・投資を達成することを目標として掲げた（ボゴール目標）。 
2010 年には、我が国は APEC 議長として一連の会合を主催し、その成果として「緊密な共同体」、「強い共同

体」、「安全な共同体」を目指す「横浜ビジョン」 がまとめられた。その中で、2010 年時点においてボゴール目

標の達成に向けた顕著な進展を遂げたことを報告するとともに、2020 年のボゴール目標達成に向けて地域経済統合

の取組を今後とも推進していくことが確認された。また、アジア太平洋自由貿易圏（ FTAAP ）の実現に向けて具

体的な手段をとることとされ、ASEAN+3 、ASEAN+6 、及び環太平洋パートナーシップ（ TPP ）等の現在進行し

ている地域的な取組などを基礎として更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求していくこと

に合意した。FTAAP の実現の過程において、APEC は、FTAAP に含まれるべき「次世代型」の貿易・投資の問題

を規定・整理し、対処することに 重要な役割を果たすことにより、FTAAP の育ての親（インキュベーター）とし

て、貢献することとされた。 
2016 年の閣僚会議・首脳会議では、地域経済統合の推進、零細・中小企業の近代化等に関する議論が行われた。

地域経済統合の推進については、FTAAP の最終的な実現に向けたコミットメントを再確認するとともに、2014 年
から開始された「 FTAAP の実現に関連する課題にかかる共同の戦略的研究」を承認し、同研究に係る提言を

「 FTAAP に関するリマ宣言」として採択した。 
2017 年の閣僚会議・首脳会議では、ルールに基づいた、自由で、開かれた、公正で、透明かつ包摂的な多角的貿

易体制への支持や、レベル・プレイング・フィールドを広げ、市場歪曲措置を是正し、スタンドスティルを 2020 
年まで延長する約束をし、あらゆる「不公正な貿易慣行」を含む保護主義に対抗すること、WTO の機能改善に向

け協同することへのコミット等が確認された。また、質の高いインフラに関連する「インフラ開発・投資のピアレ

ビュー及び能力構築」の進展や「インフラ開発・投資の質に関するガイドブック」の改定開始が歓迎された。 
2019 年 APEC 首脳会議はチリの国内情勢を理由に中止となったが、同年 12 月にシンガポールにおいて最終高級

実務者会合( CSOM )が開催され、主な成果文書として 3 つのロードマップ（①女性と包摂的成長のためのラ・セレ

ナ・ロードマップ、②海洋ごみロードマップ、③違法・無報告・無規制( IUU )漁業と戦うためのロードマップ）

が承認されるとともに、議長チリが「 APEC ホストエコノミー首脳（注：チリ大統領）による声明」を発出した。 
2020 年は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け、5 月 APEC 議長のマレーシアの主導により

「 APEC 貿易担当大臣による新型コロナウイルス感染症に関する共同声明」を発出した。これは、市場の維持、緊

急的に措置された貿易制限措置は WTO ルールに整合的であるべきといった内容を含むものである。7 月に開催さ

れた貿易担当大臣会合では、WTO 改革に向けた支持、自由で開かれた貿易・投資及びサプライチェーンの強靱化

とデジタルソリューションの重要性及びコロナ危機からの回復について議論が行われ、「 APEC 貿易担当大臣声明」

及び附属書として「必要不可欠な物品の流れの円滑化に関する宣言」を発出した。11 月に開催された閣僚会議・首

脳会議では、ポスト・コロナに向けた対応、多角的貿易体制の維持強化や WTO 改革への支持に関する議論が行わ

れ、3 年ぶりに閣僚声明、首脳宣言を発出すると共に、ボゴール目標後の APEC の方向性を示す文書として、①貿

易・投資、②イノベーションとデジタル化、③力強く、均衡ある、安全で、持続可能かつ包摂的な成長を柱とす

る「 APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 」を採択した。 
2021 年は、ニュージーランドが APEC の議長を務めた。6 月の APEC 貿易担当大臣会合（テレビ会議）では、パ

ンデミックへの対応に向けて「コロナワクチン・サプライチェーンに係る宣言」及び「必要不可欠な物品の移動を

支援するサービスの宣言」を発出した。また、同年 11 月の APEC 閣僚会議・首脳会議（テレビ会議）では、新型

コロナウイルス感染症からの経済回復を加速させるための APEC の連携や、ポスト・コロナ時代の経済成長のあり

方等について議論が行われ、ワクチンの普及促進、自由で公正な貿易投資環境の促進、FTAAP アジェンダの作業

の推進、気候変動への具体的な行動の必要性、エネルギー強靱性・エネルギー移行の推進等をまとめた首脳声明・

閣僚声明をとりまとめた。また、「 APEC アオテアロア行動計画」が採択された。 
2022 年は、タイが APEC 議長を務めた。5 月の APEC 貿易担当大臣会合では、「新型コロナウイルス以降のアジ

ア太平洋自由貿易圏（ FTAAP ）」に加え、「多角的貿易体制の支持」や「コロナ後の貿易投資・持続可能な成長」

について議論した。また同年 11 月の APEC 閣僚会議・首脳会議では、「多角的貿易体制の支持」や「コロナ後の貿

易投資・持続可能な成長」が議論され、首脳宣言と閣僚共同声明がそれぞれ発出されるとともに、首脳会議では持

続可能な経済成長を可能とする BCG 経済モデルを実現するための「 BCG 経済に関するバンコク目標」が採択され
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ンドネシアのボゴールにて開催された首脳会議では、先進エコノミーを 2010 年（途上エコノミーは 2020 年）まで

に自由で開かれた貿易・投資を達成することを目標として掲げた（ボゴール目標）。 
2010 年には、我が国は APEC 議長として一連の会合を主催し、その成果として「緊密な共同体」、「強い共同

体」、「安全な共同体」を目指す「横浜ビジョン」 がまとめられた。その中で、2010 年時点においてボゴール目

標の達成に向けた顕著な進展を遂げたことを報告するとともに、2020 年のボゴール目標達成に向けて地域経済統合

の取組を今後とも推進していくことが確認された。また、アジア太平洋自由貿易圏（ FTAAP ）の実現に向けて具

体的な手段をとることとされ、ASEAN+3 、ASEAN+6 、及び環太平洋パートナーシップ（ TPP ）等の現在進行し

ている地域的な取組などを基礎として更に発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追求していくこと

に合意した。FTAAP の実現の過程において、APEC は、FTAAP に含まれるべき「次世代型」の貿易・投資の問題

を規定・整理し、対処することに 重要な役割を果たすことにより、FTAAP の育ての親（インキュベーター）とし

て、貢献することとされた。 
2016 年の閣僚会議・首脳会議では、地域経済統合の推進、零細・中小企業の近代化等に関する議論が行われた。

地域経済統合の推進については、FTAAP の最終的な実現に向けたコミットメントを再確認するとともに、2014 年
から開始された「 FTAAP の実現に関連する課題にかかる共同の戦略的研究」を承認し、同研究に係る提言を

「 FTAAP に関するリマ宣言」として採択した。 
2017 年の閣僚会議・首脳会議では、ルールに基づいた、自由で、開かれた、公正で、透明かつ包摂的な多角的貿

易体制への支持や、レベル・プレイング・フィールドを広げ、市場歪曲措置を是正し、スタンドスティルを 2020 
年まで延長する約束をし、あらゆる「不公正な貿易慣行」を含む保護主義に対抗すること、WTO の機能改善に向

け協同することへのコミット等が確認された。また、質の高いインフラに関連する「インフラ開発・投資のピアレ

ビュー及び能力構築」の進展や「インフラ開発・投資の質に関するガイドブック」の改定開始が歓迎された。 
2019 年 APEC 首脳会議はチリの国内情勢を理由に中止となったが、同年 12 月にシンガポールにおいて最終高級

実務者会合( CSOM )が開催され、主な成果文書として 3 つのロードマップ（①女性と包摂的成長のためのラ・セレ

ナ・ロードマップ、②海洋ごみロードマップ、③違法・無報告・無規制( IUU )漁業と戦うためのロードマップ）

が承認されるとともに、議長チリが「 APEC ホストエコノミー首脳（注：チリ大統領）による声明」を発出した。 
2020 年は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け、5 月 APEC 議長のマレーシアの主導により

「 APEC 貿易担当大臣による新型コロナウイルス感染症に関する共同声明」を発出した。これは、市場の維持、緊

急的に措置された貿易制限措置は WTO ルールに整合的であるべきといった内容を含むものである。7 月に開催さ

れた貿易担当大臣会合では、WTO 改革に向けた支持、自由で開かれた貿易・投資及びサプライチェーンの強靱化

とデジタルソリューションの重要性及びコロナ危機からの回復について議論が行われ、「 APEC 貿易担当大臣声明」

及び附属書として「必要不可欠な物品の流れの円滑化に関する宣言」を発出した。11 月に開催された閣僚会議・首

脳会議では、ポスト・コロナに向けた対応、多角的貿易体制の維持強化や WTO 改革への支持に関する議論が行わ

れ、3 年ぶりに閣僚声明、首脳宣言を発出すると共に、ボゴール目標後の APEC の方向性を示す文書として、①貿

易・投資、②イノベーションとデジタル化、③力強く、均衡ある、安全で、持続可能かつ包摂的な成長を柱とす

る「 APEC プトラジャヤ・ビジョン 2040 」を採択した。 
2021 年は、ニュージーランドが APEC の議長を務めた。6 月の APEC 貿易担当大臣会合（テレビ会議）では、パ

ンデミックへの対応に向けて「コロナワクチン・サプライチェーンに係る宣言」及び「必要不可欠な物品の移動を

支援するサービスの宣言」を発出した。また、同年 11 月の APEC 閣僚会議・首脳会議（テレビ会議）では、新型

コロナウイルス感染症からの経済回復を加速させるための APEC の連携や、ポスト・コロナ時代の経済成長のあり

方等について議論が行われ、ワクチンの普及促進、自由で公正な貿易投資環境の促進、FTAAP アジェンダの作業

の推進、気候変動への具体的な行動の必要性、エネルギー強靱性・エネルギー移行の推進等をまとめた首脳声明・

閣僚声明をとりまとめた。また、「 APEC アオテアロア行動計画」が採択された。 
2022 年は、タイが APEC 議長を務めた。5 月の APEC 貿易担当大臣会合では、「新型コロナウイルス以降のアジ

ア太平洋自由貿易圏（ FTAAP ）」に加え、「多角的貿易体制の支持」や「コロナ後の貿易投資・持続可能な成長」

について議論した。また同年 11 月の APEC 閣僚会議・首脳会議では、「多角的貿易体制の支持」や「コロナ後の貿

易投資・持続可能な成長」が議論され、首脳宣言と閣僚共同声明がそれぞれ発出されるとともに、首脳会議では持
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た。 
2023 年は、米国が APEC 議長を務めた。5 月の APEC 貿易担当大臣会合では、「多角的貿易体制の支持」や「持

続可能で包摂的な貿易の促進」について議論した。また同年 11 月の APEC 閣僚会議・首脳会議では、アジア太平

洋地域の持続的な成長に向けた、「自由で公正な経済秩序の構築」や、「イノベーティブな環境の実現」について議

論され、会議成果文書として、APEC 閣僚共同声明が採択されたほか、ウクライナ・中東情勢に関して議長声明が

発出された。 
2024 年は、ペルーが APEC 議長を務めた。5 月の APEC 貿易担当大臣会合では、「 WTO の全ての機能の改革・

強化」や「質の高いインフラ開発及び投資の重要性について議論した。同月には、APEC 初の貿易・女性担当大臣

会合も開催され、「貿易を通じた女性の経済的な能力向上」や「多様な背景を持つ女性の経済及び貿易への完全で

平等な参加」について議論した。また同年 11 月のAPEC 閣僚会議・首脳会議では、「自由で開かれた、貿易・投

資の促進や WTO を中核とする多角的貿易体制の支持」について議論がなされたほか、「脱炭素化等のエネルギー

移行、包摂的デジタル経済の促進、女性のエンパワーメントの重要性」が共有された。首脳によるマチュピチュ宣

言と閣僚共同声明がそれぞれ発出されるとともに、「アジア太平洋自由貿易圏（ FTAAP ）アジェンダの新たな視

点に関するイチマ声明」および「フォーマルかつグローバルエコノミーへの移行を促進するリマ・ロードマップ

（ 2025 － 2040 年）」が採択された他、ウクライナ・ガザに関して議長声明が発出された。 
 2025 年は韓国が議長を務めた。5 月の貿易担当大臣会合では、「貿易円滑化のためのＡＩイノベーション」、

「多角的貿易体制を通じた連結性」、「持続可能な貿易を通じた繁栄」について議論した。また、同年 10 月、11
月の APEC 閣僚会議及び APEC 首脳会議では、「 AI・デジタル技術、人口動態への対処、成長産業」、「貿易投

資、WTO 、サプライチェーン強靱化」をテーマとして、自由で開かれた公正な貿易・投資環境や WTO を中核と

する多角的貿易体制の重要性を再確認し、人口動態等の新たな経済課題に対処しつつ、AI やデジタル分野や文化・

クリエイティブ産業のような成長エンジンを活用した更なる経済発展を目指す協力の在り方について議論され、域

内の持続可能な経済成長及び繁栄に向けて協力することで一致した。首脳による慶州宣言と閣僚共同声明が発出さ

れるとともに、首脳宣言の附属書として「 APEC 人工知能（ AI ）イニシアティブ 」及び「人口動態の変化に関す

る協力のための枠組み 」が採択されたほか、閣僚会議に関しては地政学的環境に関する議長声明が発出された。な

お、今次首脳会議において、日本が 2031 年に APEC 議長となることが決定した。 
2026年のAPECは中国が議長を務め、全体テーマ「Building an Asia-Pacific community to Prosper Together」の下、

(1)開放（Openness）、(2）革新（Innovation）、(3)協力（Cooperation）の三つの優先課題に取り組んでいる。 
 

３３．．我我がが国国ににおおけけるる経経済済連連携携のの取取組組 

 
我が国は現在、主要な貿易相手国を含む幅広い国々と戦略的かつ多角的に経済連携を進めている。2026 年 3 月現

在、22 の EPA/FTA 等が署名/発効している。2026 年２月には、日バングラデシュEPA に署名した。また、日中韓 
FTA 、日トルコ EPA 、日コロンビア EPA、日 GCC・EPA 、の交渉を推進中であり、日UAE・CEPAについては

2026年３月に交渉妥結に至った 
本節では発効済及び交渉中の日本の経済連携協定等、我が国の経済連携の取組状況を掲載する。 
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＜＜図図表表  IIIIII--総総--11  ＞＞日日本本のの経経済済連連携携のの推推進進状状況況  

 
 

（（11））背背景景  
 

近年、WTO を中核とする多角的貿易体制は、加盟国の拡大に伴い全会一致による意思決定が困難となり、新た

なルールの合意が難しくなった結果、現行ルールでは対応しきれていない現代的課題を抱えているほか、紛争解決

制度においては上級委員会の機能不全により空上訴が可能となるなど、課題に直面している。 
こうした状況の下、世界各国において、二国間・地域間の自由貿易協定（ FTA ）や経済連携協定（ EPA ）の締

結・活用が加速している。これらの協定は、関税削減・撤廃を通じた貿易の円滑化にとどまらず、投資やサービス、

デジタル分野等を含む幅広い分野において共通ルールを構築することで、貿易・投資環境の安定性や予見可能性を

補完する役割を果たしている。加えて、サプライチェーンの多元化や代替市場の確保を通じて、特定国への過度な

依存を低減し、経済安全保障上の課題への対応を強化する機能も期待されている。 
貿易・投資環境整備の取組としては、例えば米国や韓国は、ドーハ・ラウンドの停滞を受けて、近年、主要貿易

国との間で高いレベルの FTA 交渉を推進してきており、署名済／発効済の FTA の相手国との貿易額が自国の貿易

総額に占める割合（いわゆる「 FTA 等カバー率」）は米国で約 46 ％、韓国は約 78 ％ となっている。我が国にと

って WTO ドーハ開発アジェンダ交渉の妥結を通じた国際貿易ルールの強化が今後とも重要ではあるが、確実に 
EPA 等による経済連携も進めている。RCEP 協定の発効によって、我が国の FTA 等カバー率は約 79 ％ に達した。

6 
2010 年秋に我が国が TPP に対する関心を表明7して以降、EU との EPA や日中韓 FTA に向けた政府間での協議、

ASEAN+3、ASEAN+6 等の東アジア地域での広域経済連携の議論が加速した。このように EPA は相互に推進力と

なるものであり、引き続き、世界の主要貿易国との経済連携に向けた取組を、精力的に進めていくことが重要であ

る。日本は、RCEP 協定、CPTPP 、日 EUEPA 等の発効を通じ、自由で公正な貿易・投資ルールの構築を主導し

てきた。 
こうしたハイレベルのルールについて、アジア太平洋地域での実効性を確保するとともに、域外への拡大を模索

することが求められる。 
 

 
6 貿易額データ出典：通商白書2024 
7 菅総理（当時）は 2010 年 10 月に第 176 回国会所信表明演説において「環太平洋パートナーシップ協定交渉等への参加を検討し、アジア太平洋自由

貿易圏の構築を目指します。」と表明。 
562

第Ⅲ部 経済連携協定・投資協定



 

562 
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（（11））背背景景  
 

近年、WTO を中核とする多角的貿易体制は、加盟国の拡大に伴い全会一致による意思決定が困難となり、新た

なルールの合意が難しくなった結果、現行ルールでは対応しきれていない現代的課題を抱えているほか、紛争解決

制度においては上級委員会の機能不全により空上訴が可能となるなど、課題に直面している。 
こうした状況の下、世界各国において、二国間・地域間の自由貿易協定（ FTA ）や経済連携協定（ EPA ）の締

結・活用が加速している。これらの協定は、関税削減・撤廃を通じた貿易の円滑化にとどまらず、投資やサービス、

デジタル分野等を含む幅広い分野において共通ルールを構築することで、貿易・投資環境の安定性や予見可能性を

補完する役割を果たしている。加えて、サプライチェーンの多元化や代替市場の確保を通じて、特定国への過度な

依存を低減し、経済安全保障上の課題への対応を強化する機能も期待されている。 
貿易・投資環境整備の取組としては、例えば米国や韓国は、ドーハ・ラウンドの停滞を受けて、近年、主要貿易

国との間で高いレベルの FTA 交渉を推進してきており、署名済／発効済の FTA の相手国との貿易額が自国の貿易

総額に占める割合（いわゆる「 FTA 等カバー率」）は米国で約 46 ％、韓国は約 78 ％ となっている。我が国にと

って WTO ドーハ開発アジェンダ交渉の妥結を通じた国際貿易ルールの強化が今後とも重要ではあるが、確実に 
EPA 等による経済連携も進めている。RCEP 協定の発効によって、我が国の FTA 等カバー率は約 79 ％ に達した。

6 
2010 年秋に我が国が TPP に対する関心を表明7して以降、EU との EPA や日中韓 FTA に向けた政府間での協議、

ASEAN+3、ASEAN+6 等の東アジア地域での広域経済連携の議論が加速した。このように EPA は相互に推進力と

なるものであり、引き続き、世界の主要貿易国との経済連携に向けた取組を、精力的に進めていくことが重要であ

る。日本は、RCEP 協定、CPTPP 、日 EUEPA 等の発効を通じ、自由で公正な貿易・投資ルールの構築を主導し

てきた。 
こうしたハイレベルのルールについて、アジア太平洋地域での実効性を確保するとともに、域外への拡大を模索

することが求められる。 
 

 
6 貿易額データ出典：通商白書2024 
7 菅総理（当時）は 2010 年 10 月に第 176 回国会所信表明演説において「環太平洋パートナーシップ協定交渉等への参加を検討し、アジア太平洋自由

貿易圏の構築を目指します。」と表明。 

 

563 
 

＜＜図図表表  IIIIII--総総--22  ＞＞我我がが国国のの署署名名・・発発効効済済みみEEPPAA//FFTTAA等等ののカカババーー分分野野 
 
 

シンガ

ポール 
メキシ

コ 
マレー

シア チリ タイ インド

ネシア 
ブルネ

イ AJCEP フィリ

ピン スイス ベトナ

ム インド ペルー 豪州 モンゴ

ル CPTPP EU 英

国 
RC
EP 

関税 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

原産地規則 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

AD、相殺措置 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

セーフガード 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
貿易の技術的障

害 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

サービス貿易 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

自然人の移動 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

知的財産 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

投資 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

競争 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

政府調達 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

貿易円滑化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

エネルギー - - - - - 〇 〇 - - - - - - 〇 - - - - - 

労働 - - - - - - - - - - - - - - - 〇 〇 〇 - 

環境 - - - - - - - - - - - - - - - 〇 〇 〇 - 

電子商取引 - - - - - - - - - 〇 - - - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
国家間における

紛争解決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ビジネス環境整
備 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - - 

 
（（22））我我がが国国のの署署名名・・発発効効済済みみ  EEPPAA//FFTTAA  等等ににつついいてて    

 
我が国は、2026 年 2 月現在、22 の EPA/FTA 等を署名済みであり、そのうち 20 が発効済である。これらの国や

地域との間では、我が国企業は輸出入の際に通常よりも低い関税率（ EPA 税率）を適用する事ができる。また、

サービス業を行う際の規制を緩和・撤廃、投資環境の整備、ビジネス環境の整備に係る協議の場の設置等を通じ、

貿易・投資相手国におけるビジネス環境が改善する。カバーされている分野は協定ごとに異なり、署名・発効済み

の協定が扱っている分野は上記のとおり整理できる（分野の整理は本報告書第Ⅲ部の章立てに従った。なお、規定

の詳細に関しては本報告書第Ⅲ部第 1 章以降該当箇所を参照のこと）。 
日本の EPA/FTA の歴史は日シンガポール EPA に遡る。2002 年の 11 月の発効後、他の ASEAN 諸国に対し日本

との EPA/FTA 締結への関心が喚起された。2005 年 4 月には日メキシコ EPA が発効、2008 年には日本にとって初

の広域 EPA となる、日・ASEAN 包括的経済連携（ AJCEP ） 協定が発効した。その後もさらに 11 の EPA 等が発

効している。以下、署名済・発効済 EPA 等について概説する。（原産地証明書の電子化については、第Ⅲ部 経

済連携協定・投資協定、第 1 章物品貿易の諸問題、＜原産地規則＞、＜原産地証明書の電子化＞を参照。） 
 
①①日日シシンンガガポポーールル  EEPPAA  

2002 年 1 月 13 日に署名し、同年 11 月 30 日に発効した。本協定は、我が国最初の経済連携協定として、貿易・

投資の自由化・円滑化や経済制度の調和により、域内貿易・投資を拡大し、ペーパーレス貿易や相互承認等の分野

で制度の調和を図るとともに、情報通信技術（ ICT ）や貿易・投資の促進分野で二国間協力を充実させるものであ

る。なお、2006 年 4 月に開始された協定見直し交渉が 2007 年 3 月に議定書署名、同年 9 月に発効に至り、更なる

自由化が図られている。シンガポール側は改正前に引き続き貿易額の 100 ％ の関税が撤廃され、日本側は改正によ

り貿易額の約 95 ％ の関税が撤廃された（ 10 年以内の自由化率）。 
 

②②日日メメキキシシココ  EEPPAA  
2002 年 11 月より交渉を開始し、2005 年 4 月 1 日に発効した。本協定により、これまでメキシコへの輸出品に付

加されていた平均関税率（ 2001 年時点で約 16 ％ ）の大部分を含む、我が国からメキシコへの輸出額の約 98 ％ が
協定発効後 10 年以内に撤廃された。我が国のメキシコからの市場アクセスについては、メキシコからの輸入額の

約 87 ％が協定発効後 10 年以内に撤廃された。また、投資・サービス、政府調達等の分野で、我が国はメキシコに
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おいて欧米等諸国と同等の競争環境を得ることが可能となった。なお、2009 年に 4 月に協定見直し交渉が開始され、

2012 年 4 月に発効した。これにより、市場アクセスが更に改善し、認定輸出者による原産地申告制度等が導入され

た。 
 

③③日日ママレレーーシシアア  EEPPAA  
2004 年 1 月より交渉を開始し、2006 年 7 月に発効した。 
マレーシアには多くの日系企業が現地進出しており、両国の経済的結びつきは深い。したがって、このような両

国間での経済連携協定の実現は、部品調達、販売の円滑化を促し、両国間の貿易投資を一層拡大させる効果がある。

物品、原産地、サービス、投資、貿易の技術的障害に関する協定（ TBT ）、協力分野などにおける小委員会も開

催されており、EPA の執行が進んでいる。物品分野では、協定発効後 10 年かけて、我が国からマレーシアへの輸

出額の約 99 ％、我が国のマレーシアからの輸入額の約 94 ％ が無税となった。 
 

④④日日チチリリ  EEPPAA  
2006 年より交渉を開始し、2007 年 9 月に発効した。チリは、我が国と同様に貿易立国として開放的な経済政策

を積極的に推進しており、また、我が国にとって銅をはじめとする鉱物資源の重要な供給国でもある。チリは、米

国、カナダ、EU 、EFTA 、韓国、中国等、当時既に約 50 か国との間で FTA を締結しており、我が国としては、

FTA 締結済みの他国に劣後しない日系企業活動環境の確保が重要であった。本協定の締結により、日本企業による

対チリ貿易・投資環境が改善し、日本から南米地域への経済進出拠点が強化された。物品分野では、協定発効後 10 
年以内に、我が国の対チリ輸出額の 99 ％ 以上が無税に、我が国のチリからの輸入額の約 91 ％ が無税となった。 

 
⑤⑤日日タタイイ  EEPPAA  

2004 年 2 月より交渉を開始、2007 年 11 月に発効した。 
本協定の締結により、タイは自動車の一部を除くほとんどの鉱工業品の関税を撤廃し、我が国は、多くの農産品

を含む包括的な関税撤廃削減を行った結果、協定発効後 10 年以内に、我が国からタイへの輸出額の約 97 ％、我が

国へのタイからの輸入額の約 92 ％ が無税となった。タイは、ASEAN 内では最大級の貿易相手国であるが、日本

からの輸出品のほとんどが有税かつ高関税であったため、本協定の発効による関税撤廃のメリットは大きい。また、

タイにとって日本は第 1 位の投資国（累計額）であり、多くの日本企業が進出しており（ 2025 年 2 月現在、日本

商工会議所加盟数が 1665 社と ASEAN で最大級）ASEAN における日本企業の中核的な生産拠点であるため、本協

定による製造業関連の投資・サービスの規制を強化しない約束及び緩和の約束もメリットがある。加えて、これら

現地進出日本企業が抱えるビジネス上の諸問題を解決するため「ビジネス環境の向上に関する小委員会」を設置し、

2021 年までに 710 回開催しており成果が出始めている。このほか我が国は、自動車や鉄鋼等の産業協力、農業協力

等を実施している。 
また、事業者への利便性向上を図るため、2022 年 1 月 1 日には改正された附属書Ⅱ及び運用上の手続規則が発効

し、これまで HS2002 に基づいていた品目別規則（ PSR ）が HS2017 に基づくものに変更された。 
 

⑥⑥日日イインンドドネネシシアア  EEPPAA  
2005 年 7 月より交渉を開始、2008 年 7 月に発効した。 
本協定により、協定発効後 10 年以内に、我が国からインドネシアへの輸出額の約 90 ％（鉄鋼の特定用途免税を

含めると実質 96 ％ 前後）、我が国へのインドネシアからの輸入額の約 93 ％ が無税となった。関税の削減・撤廃に

加えて、既存の法制度の整合性や各制度の合理的な運用・透明性の確保、投資環境の改善等の効果がある。また、

インドネシアは、天然ガス、石油など豊富な地下資源を有しており、本協定にはエネルギー・鉱物資源章が設置さ

れているのが特徴である。なお、本協定に基づき、2008 年 8 月からインドネシア人看護師候補者及び介護福祉士候

補者を受入れている（入国者数等の詳細は第 3 章「人の移動」に記載）。 
また、2015 年 5 月より協定の改正交渉が開始され、2023 年 12 月の日インドネシア首脳会談にて大筋合意された。

主な改正内容は、自動車及び鉄鋼・鉄鋼製品の関税撤廃・引下げ、鉄鋼等の特別な免税制度の改善や電子商取引章

の導入等。2024 年 8 月、署名済。2026 年 1 月現在、発効に向け調整中。 

564

第Ⅲ部 経済連携協定・投資協定



 

564 
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国間での経済連携協定の実現は、部品調達、販売の円滑化を促し、両国間の貿易投資を一層拡大させる効果がある。

物品、原産地、サービス、投資、貿易の技術的障害に関する協定（ TBT ）、協力分野などにおける小委員会も開

催されており、EPA の執行が進んでいる。物品分野では、協定発効後 10 年かけて、我が国からマレーシアへの輸

出額の約 99 ％、我が国のマレーシアからの輸入額の約 94 ％ が無税となった。 
 

④④日日チチリリ  EEPPAA  
2006 年より交渉を開始し、2007 年 9 月に発効した。チリは、我が国と同様に貿易立国として開放的な経済政策

を積極的に推進しており、また、我が国にとって銅をはじめとする鉱物資源の重要な供給国でもある。チリは、米

国、カナダ、EU 、EFTA 、韓国、中国等、当時既に約 50 か国との間で FTA を締結しており、我が国としては、

FTA 締結済みの他国に劣後しない日系企業活動環境の確保が重要であった。本協定の締結により、日本企業による

対チリ貿易・投資環境が改善し、日本から南米地域への経済進出拠点が強化された。物品分野では、協定発効後 10 
年以内に、我が国の対チリ輸出額の 99 ％ 以上が無税に、我が国のチリからの輸入額の約 91 ％ が無税となった。 

 
⑤⑤日日タタイイ  EEPPAA  

2004 年 2 月より交渉を開始、2007 年 11 月に発効した。 
本協定の締結により、タイは自動車の一部を除くほとんどの鉱工業品の関税を撤廃し、我が国は、多くの農産品

を含む包括的な関税撤廃削減を行った結果、協定発効後 10 年以内に、我が国からタイへの輸出額の約 97 ％、我が

国へのタイからの輸入額の約 92 ％ が無税となった。タイは、ASEAN 内では最大級の貿易相手国であるが、日本

からの輸出品のほとんどが有税かつ高関税であったため、本協定の発効による関税撤廃のメリットは大きい。また、

タイにとって日本は第 1 位の投資国（累計額）であり、多くの日本企業が進出しており（ 2025 年 2 月現在、日本

商工会議所加盟数が 1665 社と ASEAN で最大級）ASEAN における日本企業の中核的な生産拠点であるため、本協

定による製造業関連の投資・サービスの規制を強化しない約束及び緩和の約束もメリットがある。加えて、これら

現地進出日本企業が抱えるビジネス上の諸問題を解決するため「ビジネス環境の向上に関する小委員会」を設置し、

2021 年までに 710 回開催しており成果が出始めている。このほか我が国は、自動車や鉄鋼等の産業協力、農業協力

等を実施している。 
また、事業者への利便性向上を図るため、2022 年 1 月 1 日には改正された附属書Ⅱ及び運用上の手続規則が発効

し、これまで HS2002 に基づいていた品目別規則（ PSR ）が HS2017 に基づくものに変更された。 
 

⑥⑥日日イインンドドネネシシアア  EEPPAA  
2005 年 7 月より交渉を開始、2008 年 7 月に発効した。 
本協定により、協定発効後 10 年以内に、我が国からインドネシアへの輸出額の約 90 ％（鉄鋼の特定用途免税を

含めると実質 96 ％ 前後）、我が国へのインドネシアからの輸入額の約 93 ％ が無税となった。関税の削減・撤廃に

加えて、既存の法制度の整合性や各制度の合理的な運用・透明性の確保、投資環境の改善等の効果がある。また、

インドネシアは、天然ガス、石油など豊富な地下資源を有しており、本協定にはエネルギー・鉱物資源章が設置さ

れているのが特徴である。なお、本協定に基づき、2008 年 8 月からインドネシア人看護師候補者及び介護福祉士候

補者を受入れている（入国者数等の詳細は第 3 章「人の移動」に記載）。 
また、2015 年 5 月より協定の改正交渉が開始され、2023 年 12 月の日インドネシア首脳会談にて大筋合意された。

主な改正内容は、自動車及び鉄鋼・鉄鋼製品の関税撤廃・引下げ、鉄鋼等の特別な免税制度の改善や電子商取引章

の導入等。2024 年 8 月、署名済。2026 年 1 月現在、発効に向け調整中。 

 

565 
 

 
⑦⑦日日ブブルルネネイイ  EEPPAA  

2006 年 6 月より交渉を開始し、2008 年 7 月末に発効した。 
ブルネイは、天然ガスなど、我が国にとって重要な エネルギー供給国のひとつである。日ブルネイ EPA では我

が国初の独立したエネルギー章が設置されている。同章にはエネルギー分野において規制措置をとる際の既存の契

約関係への十分な配慮、及び相手国への通報・協議の実施、環境への配慮、協力、二国間の協議メカニズムを規定

し、エネルギー分野において安定的で両国の利益となるような関係の維持・強化に資する内容となっている。なお、

物品分野では、協定発効後 10 年以内に、我が国、ブルネイともに相手国からの輸入額の 99 ％ 以上が無税となった。 
 

⑧⑧日日AASSEEAANN  包包括括的的経経済済連連携携（（  AAJJCCEEPP  ））協協定定  
ASEAN 全体との EPA である日・ASEAN 包括的経済連携（ AJCEP ）協定は、2004 年 11 月の首脳間での合意に

基づき 2005 年 4 月より交渉を開始、2008 年以降順次発効しており、現在は全てのASEAN 構成国との間で発効し

ている。サービス・投資章については 2010 年 10 月より交渉が行われ、3 年にわたる交渉を経てルール部分につい

て実質合意に至り、2013 年 12 月の日 ASEAN 特別首脳会議において同成果は各国首脳に歓迎された後、残された

技術的論点の調整を行った。 
2017 年 11 月の日 ・ASEAN 経済大臣会合において、AJCEP 協定のサービス貿易・投資に係る改正議定書につい

て、閣僚レベルの交渉終結に合意した。2019 年 2 月から 4 月に持ち回りで署名を行い、2020 年 8 月に、既に国内

手続が完了していた日本、ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ及びベトナムの間で発効し、次いで 10 月に

ブルネイが発効した。2021 年に入りカンボジア、フィリピン、マレーシアでも発効し、2022 年 2 月 1 日にはイン

ドネシアでの発効を受けて、全加盟国で改正議定書が発効した。本改正議定書は、カンボジア、ラオス及びミャン

マーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定（ EPA ）となるほか、これまでの 
ASEAN 各国との二国間 EPA 等にはない規定や自由化約束が含まれている。 

AJCEP 協定は、日本とASEAN を1つのエリアとして、人口 7.9 億人、エリア内の名目 GDP 8 兆 5 百億ドル

（ 2020 年）の自由な経済圏を構築するものであり、ASEAN は依然として我が国との貿易・投資関係が東アジアで

深く、重要な地域である。更なる経済関係の深化の観点、また、既存投資により蓄積された ASEAN の資産を有効

活用する観点から、非常に重要な意義がある。更に、AJCEP 協定は我が国と ASEAN 各国との二国間 EPA とは法

的な優先関係が存在しない全く別個の協定であり、日本とASEAN 各国との二国間 EPA では対応が不十分な、日・

ASEAN ワイドで行われている経済活動の実態により即した形での産業競争力強化に資する。物品分野では、我が

国からASEANへの輸出総額の約 91 ％、我が国への ASEAN からの輸入総額の約 93 % が、協定発効後 10 年以内に

無税化された。また、AJCEP 協定では、日 ・ASEAN 間での原産地の累積規定を設けており、例えば、ASEAN の 
A 国から輸入された部品（原産材料）を用いて日本で製造される製品を別の ASEAN の B 国に輸出する場合におい

て、二国間の EPA では原産地規則を満たせないケースでも、AJCEP では日本と A 国の双方の原産性を考慮するこ

とができるので、原産地規則を満たしやすくなる。日本と ASEAN 域内とで複雑な生産ネットワークをもつ日本企

業にとって AJCEP 協定は非常に重要であり、また、改正議定書により投資、サービス分野でも ASEAN と我が国

の経済関係がこれまで以上に緊密になっていく。 
なお、2022 年 8 月には、AJCEP 合同委員会において改正附属書Ⅱが採択され、2023 年 3 月 1 日より HS2017 に

基づく品目別規則（ PSR ）が発効した。 
 

⑨⑨日日フフィィリリピピンン  EEPPAA  
2004 年 2 月より交渉を開始、2008 年 12 月に発効した。フィリピンにとっては初の二国間 EPA である本協定は、

両国間の物品、ヒト、サービス、資本の自由な移動並びに知的財産、競争政策、ビジネス環境整備等の制度の調

和・明確化を促進し、双方の経済活動を発展させるとともに、知的財産、競争政策、ビジネス環境整備、更には人

材養成、貿易投資、情報通信技術、中小企業等の分野で二国間協力を充実させる等、二国間における包括的経済連

携を推進することを目的としている。物品分野では、協定発効後 10 年 以内に、我が国からフィリピンへの輸出額

の約 97 ％、我が国のフィリピンからの輸入額の約 92 ％ が無税となった。また、本協定により、2009 年 5 月から、

フィリピン人の看護師候補者及び介護福祉士候補者を受入れている（入国者数等の詳細は第 3 章「人の移動」に記
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載）。 
 

⑩⑩日日ススイイスス  EEPPAA  
2007 年 1 月に交渉開始を決定し、2009 年 9 月に発効した。日スイス EPA は我が国にとって欧米先進国との初の 

EPA であり、物品貿易における質の高い自由化を実現した。物品分野において、協定発効後 10 年 以内に、スイス

の我が国からの輸入については、主要鉱工業品の関税即時撤廃を含む輸入額の約 99 ％ の無税化、我が国のスイス

からの輸入については、輸入額の約 99 ％ の無税化が達成された。我が国の EPA では初めて原産地証明制度に関し

て認定輸出者による自己証明制度を導入するとともに、電子商取引章の設置を実現している。その他、投資、サー

ビス、知的財産に関しても高いレベルの成果を得ている。 
 

⑪⑪日日ベベトトナナムム  EEPPAA  
2007 年 1 月より交渉を開始し、2009 年 10 月に発効した。ベトナムにとっては初の二国間 EPA となる。 
EPA 交渉の開始前より、自動車・電子電気関連の製造業をはじめとした日本企業によるベトナムへの投資は増加

していたものの、部品・素材等の高い関税率、裾野産業が未発達であること等が課題となっていた。本協定の締結

により、ベトナムは、物品貿易分野において、現地製造業が生産に必要とする部品・素材を中心とした関税削減及

び撤廃を行い、中国 ASEAN・FTA 、韓国 ASEAN・FTA では譲許していない高い水準の自由化を約束した。他方、

日本は鉱工業品分野でほぼすべての品目で関税を撤廃し、農水産品分野についても市場アクセスを改善した。その

結果、日本からベトナムへの輸出額の約 88 ％、日本へのベトナムからの輸入額の約 95 ％ が発効後 10 年間で無税

になった。人の移動分野では、ベトナム人 IT 技術者の移動を促進するため、現行の入管制度の範囲内で IT 技術者

に関する約束をしたほか、看護師・介護福祉士については、将来的な受入れの可能性に関する協定発効後の協議の

結果、2011 年 10 月の日・ベトナム首脳会談において受入に係る覚書に署名が行われ、2012 年 6 月に発効した。ま

た、協定において、裾野産業育成の協力等を行うことも規定されている。 
 

⑫⑫日日イインンドド  EEPPAA  
2007 年 1 月に交渉を開始し、2011 年 8 月 1 日に発効した。 
インドは我が国からの輸出品の殆どに対して高関税を課していたことから、関税撤廃により、我が国進出企業の

自由な調達活動が可能となった。投資・サービス分野では、自由で透明かつ安定したルールを策定し、事業環境を

整備することが可能となった。インドへの輸出における主要品目とその関税率（ 2011 年時） は、自動車部品

（ 10 ％ ）、鉄鋼製品（ 5 ％ ）、織機（ 7.5 ％ ）などであったが、交渉の結果、自動車部品は、発効後 10 年、鉄鋼

製品は 5 年、織機は 10 年で撤廃となった。全体としては、インドは我が国からの輸入の約 90 ％、我が国はインド

からの輸入の約 97 ％ が協定発効後 10 年間で無税となった。 
 

⑬⑬日日ペペルルーーEEPPAA  
2009 年 4 月に開催された日・ペルー首脳会談にて、日ペルー EPA 交渉開始が合意され、2009 年 5 月に交渉開始

し、2012 年 3 月に発効した。ペルーへの輸出における主要な有税品目及び 2010 年時点の関税率は、自動車

（ 9％ ）、バイク（ 9％ ）、テレビ（ 9％ ）などであったが、交渉の結果、自動車については即時～発効後 10 年で

関税撤廃、バイクについては発効後 9 年で撤廃、テレビは即時撤廃となり、協定発効後 10 年間で我が国、ペルー

ともに、相手国からの輸入額の 99 ％ 以上について関税が撤廃された。 
 

⑭⑭日日豪豪  EEPPAA  
2007 年 4 月より交渉を開始し、2015 年 1 月に発効した。 

豪州は我が国にとって天然ガスなどのエネルギー資源供給国として重要な国である。我が国から豪州への輸出額

の 3 割未満であった無税品目の割合が、本協定発効時に直ちに 8 割を超える水準になり、残りも発効後 8 年目まで

にはほぼ全てが関税撤廃され、我が国から豪州への輸出額の 99 ％ 以上の関税が協定発効後 10 年間で撤廃される。

特に、我が国からの輸出の約半分を占める自動車分野（ MFN 税率 5 ％ ）では、豪州への完成車輸出額の約 75 ％ 
が即時に関税撤廃され、残る完成車も、発効後 3 年目（ 2016 年 4 月）には関税が全て撤廃された。なお、我が国
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載）。 
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2009 年 4 月に開催された日・ペルー首脳会談にて、日ペルー EPA 交渉開始が合意され、2009 年 5 月に交渉開始

し、2012 年 3 月に発効した。ペルーへの輸出における主要な有税品目及び 2010 年時点の関税率は、自動車

（ 9％ ）、バイク（ 9％ ）、テレビ（ 9％ ）などであったが、交渉の結果、自動車については即時～発効後 10 年で

関税撤廃、バイクについては発効後 9 年で撤廃、テレビは即時撤廃となり、協定発効後 10 年間で我が国、ペルー

ともに、相手国からの輸入額の 99 ％ 以上について関税が撤廃された。 
 

⑭⑭日日豪豪  EEPPAA  
2007 年 4 月より交渉を開始し、2015 年 1 月に発効した。 

豪州は我が国にとって天然ガスなどのエネルギー資源供給国として重要な国である。我が国から豪州への輸出額

の 3 割未満であった無税品目の割合が、本協定発効時に直ちに 8 割を超える水準になり、残りも発効後 8 年目まで

にはほぼ全てが関税撤廃され、我が国から豪州への輸出額の 99 ％ 以上の関税が協定発効後 10 年間で撤廃される。

特に、我が国からの輸出の約半分を占める自動車分野（ MFN 税率 5 ％ ）では、豪州への完成車輸出額の約 75 ％ 
が即時に関税撤廃され、残る完成車も、発効後 3 年目（ 2016 年 4 月）には関税が全て撤廃された。なお、我が国
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の豪州からの輸入については、協定発効後 10 年間で輸入額の約 94 ％ の関税が撤廃される。 
関税以外でも、天然ガス・石炭など資源・エネルギーの安定供給確保、投資・サービスの自由化、電子商取引・

政府調達のルール整備、知的財産の保護など、幅広い分野で高い水準の合意を実現している。 
 

⑮⑮日日モモンンゴゴルル  EEPPAA  
2012 年 3 月に交渉を開始、2014 年 7 月に大筋合意に至り、2015 年 2 月に署名、2016 年 6 月に発効した。豊富な

天然資源に恵まれるモンゴルと我が国の関係は極めて緊密かつ重要であり、本協定は、今後の両国間の貿易・投資

を促進するための重要な枠組みである。また日モンゴル EPA はモンゴルにとって初めての EPA/FTA となり、2010 
年 11 月の日本・モンゴル共同声明に掲げる「戦略的パートナーシップ」を一層強化するための重要なステップと

なった。物品分野では、モンゴルは我が国からの輸入額の約 96 ％、我が国はモンゴルからの輸入額の 100 ％ を協

定発効後 10 年間で無税とすることとした。 
 

⑯⑯環環太太平平洋洋パパーートトナナーーシシッッププ（（TTPPPP））協協定定（（署署名名済済））  
我が国は、2010 年 11 月 9 日に「包括的経済連携に関する基本方針」（以下「基本方針」）を閣議決定し、12 月

から関係国と情報収集等のための協議を開始した。その後、2011 年 11 月の総理の会見において、「 TPP 交渉参加

に向けて関係国との協議に入る」旨が表明され、翌 2012 年 1 月から TPP 交渉参加国と個別に交渉参加に向けた協

議を開始した。 
2013 年 3 月 15 日には安倍総理が記者会見を行い、我が国として TPP 交渉に参加することを表明した。 
同年 4 月に TPP 参加国の閣僚会議で日本の交渉参加が 11 か国から承認され、7 月 24 日に、日本はマレーシアで

開催中の第 18 回交渉会合の途中から交渉に正式に参加した。その後の交渉を経て、2015 年 10 月に米国アトランタ

で大筋合意に至り、2016 年 2 月 4 日に署名がなされた。 
日本国内においては、TPP 協定及び関連法案は、 2016 年 3 月 8 日に国会に提出され、 2016 年 12 月 9 日に TPP 

協定が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。その後、2017 年 1 月 20 日、協定の寄託国である

ニュージーランドに対し、TPP 協定原署名国 12 か国の中で最も早く国内手続完了の通報を行った。8 
 

⑰⑰環環太太平平洋洋パパーートトナナーーシシッッププにに関関すするる包包括括的的及及びび先先  進進的的なな協協定定（（  CCPPTTPPPP  ））（（発発効効済済））  
＜＜  CCPPTTPPPP  のの成成立立経経緯緯＞＞  

2017 年 1 月に、米国トランプ大統領は前述の TPP から離脱することを参加各国に通知した。その後、3 月に米国

を除く 11 か国がチリに集まり、閣僚会合を開催した。閣僚会合では、① TPP の戦略的・経済的意義を再確認する

こと、② 5 月の APEC 貿易大臣会合の機会を利用して閣僚が再び会合を行う準備をするために、政府高官による会

合を行い協議すること等を盛り込んだ共同声明を発出した。 
共同声明を踏まえた事務レベルでの交渉の後、5 月にベトナム・ハノイで開催された APEC 貿易大臣会合の機会

に TPP 閣僚会合が開催された。閣僚会合では、①早期実現に向けた選択肢を検討すること、②そのために、米国の

参加を促進する方策も含めた今後の選択肢の検討を政府高官に指示すること、③選択肢の検討は 11 月の APEC 首
脳会合までに終了させること等が盛り込まれた共同声明が発出された。 

11 月にはベトナム・ダナンにおいて TPP 閣僚会合が開催された。9 日の閣僚会合において、新協定の条文、凍結

リスト等を含む合意パッケージに全閣僚が合意（大筋合意）し、翌 10 日の閣僚会合で、閣僚合意内容を確認、閣

僚声明を作成した。閣僚声明には① 11 か国による TPP（以下 CPTPP ）について合意に達したこと、② CPTPP が、

TPP の高い水準、全体的なバランスを維持していること等が盛り込まれた。 
翌 2018 年 1 月には、東京で首席交渉官会合が開かれ、CPTPP の協定文が最終的に確定するとともに、チリにお

いて署名式を行うことに各国が合意した。 
2018 年 3 月、チリ・サンティアゴにおいて CPTPP の署名が実現した。その後、6 月にメキシコが寄託国である

ニュージーランドに対して国内手続の完了を通報した。続く 7 月に日本、シンガポール、10 月にニュージーランド、

カナダ、豪州が、それぞれ国内手続の完了をニュージーランドに通報し、協定に定める発効に必要な 6 か国の国内

 
8 なお、米国は、2017 年 1 月 30 日に、TPP 協定の締約国になる意図がないことを通知する書簡を協定の寄託国であるニュージーランド及び TPP 加盟

国各国に対して発出した。 
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手続が完了した。ベトナムは同年 11 月に国内手続を完了した旨を、ニュージーランドに通報した。 
2018 年 12 月、CPTPP はメキシコ・日本・シンガポール・ニュージーランド・カナダ・豪州の 6 か国間で発効。

その後、2019 年 1 月にはベトナム、2021 年 9 月にペルー、2022 年 11 月にマレーシア、2023 年 2 月にチリ、同年 7 
月にブルネイについて発効した。 
関税撤廃率（品目数ベース）は、日本側約 95 ％、相手国側約 99 ～ 100 ％ となった（カナダ、メキシコ、ペルー

は 99 ％、それ以外の相手国は 100 ％ の関税撤廃率）。 
 
＜＜  TTPPPP  委委員員会会＞＞  

CPTPP の発効後、協定 27 章 1 条及び 4 条に基づき、協定の実施・運用等の検討や締約国の連携の定期的見直し

等を目的とした TPP 委員会が 2019 年 1 月から 2025 年 11 月まで、９ 回開催された。 
2025 年 11 月には第９回TPP委員会が開催され、ウルグアイの加入手続の開始とともに、UAE 、フィリピン及び

インドネシアについても、適切であれば 2026 年に加入交渉を開始することが決定された。また、電子商取引、競

争力及びビジネスの円滑化等の分野で交渉を通じた協定規律の強化が決定されたほか、経済的威圧、市場歪曲的慣

行等の新しい課題への取組も継続していくこととなった。 
  
＜＜  CCPPTTPPPP  へへのの加加入入要要請請＞＞  

2021 年 2 月、英国が加入要請を通報した。我が国は、2021 年の TPP 委員会の議長国として、ハイスタンダード

かつバランスの取れた CPTPP の進化及び拡大に向けて議論をリードしていく旨を表明した。 
2021 年 9 月以降、第1回英国加入作業部会が開催され、英国から本協定の義務の遵守について説明を聴取した。

2022 年 2 月に第1回英国加入作業部会が終了し、2023 年 3 月に英国の加入交渉が実質妥結した。その後、2023 年 7 
月にニュージーランド・オークランドで行われた第 7 回 TPP 委員会において英国加入議定書に署名。2024 年 12 月
に同議定書が発効した。 

2021 年 9 月に中国、台湾、12 月にエクアドル、2022 年8 月にコスタリカ、12 月にウルグアイ、2023 年 5 月にウ

クライナ、2024 年 9 月にインドネシア、2025 年８月にフィリピン、UAE がそれぞれ寄託国であるニュージーラン

ドに対して加入要請を通報した。 
2024 年 11 月以降、コスタリカの加入作業部会が開催され、2026 年 1 月末時点で交渉中である。また前述の通

り、第９回 TPP 委員会において、ウルグアイの加入作業部会設置が決定した。 

 我が国としては、加入要請エコノミーが協定の高い水準を完全に満たすことができ、加入後の履行においても満

たし続けていく意図と能力があるかについて適切に見極め、戦略的観点や国民の理解も踏まえて他の CPTPP 締約

国とも議論して対応していく。 
 

⑱⑱日日  EEUU・・EEPPAA  
日本と EU は、世界の人口の約 1 割、貿易額の約 3 割、GDP の約 2 割を占める重要な経済的パートナーであり、

日 EU・EPA は、日 EU 間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルー

ル作りに寄与するものといえる。 
2013 年 3 月に行われた日EU 首脳電話会談において、日 EU・EPA 及び戦略パートナーシップ協定（ SPA ）の

交渉開始に合意した。交渉において、日本側は EU 側の鉱工業品等の高関税の撤廃（例：乗用車 10 ％、電子機器

最大 14 ％ ）や日本企業が欧州で直面する規制上の問題の改善等を要望。他方、 EU 側は、農産品等の市場アクセ

スの改善、非関税措置（自動車、化学品、電子機器、食品安全、加工食品、医療機器、医薬品等の分野）への対

応、地理的表示（ GI ）の保護、政府調達、持続可能な開発等を要望した。 
2017 年 4 月までに計 18 回の交渉会合が開催された後、同年 7 月に大枠合意、同年 12 月には、安倍内閣総理大臣

とユンカー欧州委員会委員長が電話会談を実施し、交渉妥結に達したことを確認した。その後、2018 年 7 月に署名、

同年 12 月に日 EU 双方は本協定発効のための国内手続を完了した旨を相互に通告し、2019 年 2 月に発効した。関

税撤廃率は日本側約 94 ％、EU 側約 99 ％（いずれも品目数ベース）となった。なお、投資保護規律及び投資紛争

解決手続については別途協議を継続している。 
協定発効以来、閣僚級の合同委員会を開催し、協定の適正かつ効果的な運用を確保してきたほか、事務レベルに
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手続が完了した。ベトナムは同年 11 月に国内手続を完了した旨を、ニュージーランドに通報した。 
2018 年 12 月、CPTPP はメキシコ・日本・シンガポール・ニュージーランド・カナダ・豪州の 6 か国間で発効。

その後、2019 年 1 月にはベトナム、2021 年 9 月にペルー、2022 年 11 月にマレーシア、2023 年 2 月にチリ、同年 7 
月にブルネイについて発効した。 
関税撤廃率（品目数ベース）は、日本側約 95 ％、相手国側約 99 ～ 100 ％ となった（カナダ、メキシコ、ペルー

は 99 ％、それ以外の相手国は 100 ％ の関税撤廃率）。 
 
＜＜  TTPPPP  委委員員会会＞＞  

CPTPP の発効後、協定 27 章 1 条及び 4 条に基づき、協定の実施・運用等の検討や締約国の連携の定期的見直し

等を目的とした TPP 委員会が 2019 年 1 月から 2025 年 11 月まで、９ 回開催された。 
2025 年 11 月には第９回TPP委員会が開催され、ウルグアイの加入手続の開始とともに、UAE 、フィリピン及び

インドネシアについても、適切であれば 2026 年に加入交渉を開始することが決定された。また、電子商取引、競

争力及びビジネスの円滑化等の分野で交渉を通じた協定規律の強化が決定されたほか、経済的威圧、市場歪曲的慣

行等の新しい課題への取組も継続していくこととなった。 
  
＜＜  CCPPTTPPPP  へへのの加加入入要要請請＞＞  

2021 年 2 月、英国が加入要請を通報した。我が国は、2021 年の TPP 委員会の議長国として、ハイスタンダード

かつバランスの取れた CPTPP の進化及び拡大に向けて議論をリードしていく旨を表明した。 
2021 年 9 月以降、第1回英国加入作業部会が開催され、英国から本協定の義務の遵守について説明を聴取した。

2022 年 2 月に第1回英国加入作業部会が終了し、2023 年 3 月に英国の加入交渉が実質妥結した。その後、2023 年 7 
月にニュージーランド・オークランドで行われた第 7 回 TPP 委員会において英国加入議定書に署名。2024 年 12 月
に同議定書が発効した。 

2021 年 9 月に中国、台湾、12 月にエクアドル、2022 年8 月にコスタリカ、12 月にウルグアイ、2023 年 5 月にウ

クライナ、2024 年 9 月にインドネシア、2025 年８月にフィリピン、UAE がそれぞれ寄託国であるニュージーラン

ドに対して加入要請を通報した。 
2024 年 11 月以降、コスタリカの加入作業部会が開催され、2026 年 1 月末時点で交渉中である。また前述の通

り、第９回 TPP 委員会において、ウルグアイの加入作業部会設置が決定した。 

 我が国としては、加入要請エコノミーが協定の高い水準を完全に満たすことができ、加入後の履行においても満

たし続けていく意図と能力があるかについて適切に見極め、戦略的観点や国民の理解も踏まえて他の CPTPP 締約

国とも議論して対応していく。 
 

⑱⑱日日  EEUU・・EEPPAA  
日本と EU は、世界の人口の約 1 割、貿易額の約 3 割、GDP の約 2 割を占める重要な経済的パートナーであり、

日 EU・EPA は、日 EU 間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルー

ル作りに寄与するものといえる。 
2013 年 3 月に行われた日EU 首脳電話会談において、日 EU・EPA 及び戦略パートナーシップ協定（ SPA ）の

交渉開始に合意した。交渉において、日本側は EU 側の鉱工業品等の高関税の撤廃（例：乗用車 10 ％、電子機器

最大 14 ％ ）や日本企業が欧州で直面する規制上の問題の改善等を要望。他方、 EU 側は、農産品等の市場アクセ

スの改善、非関税措置（自動車、化学品、電子機器、食品安全、加工食品、医療機器、医薬品等の分野）への対

応、地理的表示（ GI ）の保護、政府調達、持続可能な開発等を要望した。 
2017 年 4 月までに計 18 回の交渉会合が開催された後、同年 7 月に大枠合意、同年 12 月には、安倍内閣総理大臣

とユンカー欧州委員会委員長が電話会談を実施し、交渉妥結に達したことを確認した。その後、2018 年 7 月に署名、

同年 12 月に日 EU 双方は本協定発効のための国内手続を完了した旨を相互に通告し、2019 年 2 月に発効した。関

税撤廃率は日本側約 94 ％、EU 側約 99 ％（いずれも品目数ベース）となった。なお、投資保護規律及び投資紛争

解決手続については別途協議を継続している。 
協定発効以来、閣僚級の合同委員会を開催し、協定の適正かつ効果的な運用を確保してきたほか、事務レベルに
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おいても 12 分野の専門委員会・作業部会が設置、開催されている。2024 年 1 月、「データの自由な流通に関する

規定」を含めることに関する日 EU・EPA 改正議定書が署名され、同年 7 月 1 日に発効した。 
また、2025 年７月の第 30 回日 EU 定期首脳協議において、国際経済秩序が不確実性を増す中、信頼できるパー

トナーである日・EU が、日 EU・EPA も活用しながら経済面でも連携を強化していくことで一致した。 
 

⑲⑲日日英英  EEPPAA  
英国の EU 離脱に伴う移行期間が 2020 年 12 月 末に終了し、2021 年から日 EU・EPA が英国に適用されなくな

ることを踏まえ、我が国は日本企業のビジネス継続性を確保することを目的として 2020 年 6 月に日英 EPA 交渉を

開始し、英国との日 EU・EPA に代わる新たな貿易・投資の枠組みの構築を目指した。 
新型コロナウイルス感染症の影響により交渉の大半をオンライン会議にて実施し、同年 9 月に大筋合意、同年 10 

月には、茂木外務大臣とトラス国際貿易大臣により署名が行われた。その後両国議会での承認を終え、翌 2021 年 1 
月に発効した。英国にとって日英 EPA は EU 離脱後、主要先進国の中で初めて新規に締結された EPA となった。 
日英 EPA では日 EU・EPA の高い水準の関税撤廃率（日本側約 94％、EU 側約 99％（いずれも品目数ベース））

を維持しつつ、鉄道車両・自動車部品等の一部品目において英国市場へのアクセスを改善したほか、ルール面にお

いても電子商取引・金融サービス等の一部の分野でより先進的かつハイレベルなルールを規定した。 
 

⑳⑳地地域域的的なな包包括括的的経経済済連連携携（（  RRCCEEPP  ））協協定定  
地域的な包括的経済連携（ RCEP ）協定については、2012 年  8 月の ASEAN+パートナーズ経済大臣会合におい

て、ASEAN と日本、中国、韓国、インド、豪州及びニュージーランドの 16 ヶ国で「 RCEP 交渉の基本指針及び目

的」をとりまとめ、11 月の首脳会議における交渉立ち上げを目指すことで合意し、同年 11 月の ASEAN 関連首脳

会合において RCEP交渉の立上げが宣言された。以来、3 回の首脳会議、19 回の閣僚会合及び31回の交渉会合を経

て、2020 年 11 月の第 4 回 RCEP 首脳会議の機会にインド以外の 15 カ国によって同協定への署名に至った。 
インドは、交渉開始当初からの参加国であったが、2020 年に入ってから RCEP 交渉会合に不参加となり、RCEP 

協定への署名にも参加しなかった。しかしながら、RCEP 協定署名の際、RCEP協定署名国は、RCEP協定がイン

ドに対して開かれていることを明確化する「インドの RCEP への参加に係る閣僚宣言」を発出し、インドの将来的

な加入円滑化や関連会合へのオブザーバー参加容認等を定めた。 
2022 年 1 月、RCEP協定 は日本、豪州、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポー

ル、タイ及びベトナムの 10 カ国間で発効し、2022 年 2 月には韓国、2022 年 3 月にはマレーシア、2023 年 1 月には

インドネシア、2023年6月にはフィリピンについて発効した。 
RCEP協定 は世界 GDP、貿易総額及び人口の約 3 割、我が国の貿易総額のうち約 5 割を占める地域の経済連携協

定であり、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化に向けて、市場アクセスを改善し、発展段階の

異なる多様な国々の間で知的財産、電子章取引等の幅広い分野のルールを整備するものである。関税撤廃率は 
RCEP 協定参加国全体で 91％（品目数ベース）となった。 
また、運用方法に関して、日本が締結している多くの EPA では原産地証明書が紙原本で発給されているが、

RCEP 協定においては、発効時から日本で発給する原産地証明書は原則 PDF ファイルで発給するなど.利便性向上

に向けた対策を講じている。さらに、2022 年 6 月に、RCEP 合同委員会において、HS2022 により置き換えられた

品目別規則（ PSR ）が採択され、2023 年 1 月 1 日より運用が開始されている。 
 
＜＜  RRCCEEPP協協定定  へへのの加加入入要要請請＞＞  
2022年1月のRCEP協定発効以降、香港、スリランカ、チリ（及びバングラデシュがRCEP協定への加入を要請し

た。どのエコノミーについて加入交渉を開始するかは、今後RCEP協定締約国のコンセンサスによって決定される

見込みである。 
我が国としては、RCEP協定に含まれる全ての規定及びWTO等の既存のルールを遵守し、RCEP協定を更に質の

高いルールにしていくために共に取り組めるエコノミーを迎えることを重視した上で、国民の理解等も踏まえ、他

の参加国とも議論を進めていく。 
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㉑㉑日日ババンンググララEEPPAA  
2024年3月に交渉を開始、2025 年 12 月に大筋合意に至り、2026 年 2 月に署名を行った。魅力的な成長市場であ

り、伝統的な親日国でもあるバングラデシュにとって初の EPAとなった。日本にとっても、後発開発途上国

（LDC）との最初の二国間EPAであり、今後のグローバルサウスとの通商交渉の拡大、ルールに基づく自由で公正

な経済秩序の実現等の観点からも重要である。物品分野では、バングラデシュは我が国からの輸入額の約 83％、我

が国はバングラデシュからの輸入額の 約91％ を無税とすることとした。 
 
（（33））我我がが国国がが大大筋筋合合意意済済//交交渉渉中中のの  EEPPAA//FFTTAA  等等ににつついいてて  

  
本項では、我が国が交渉中の EPA/FTA 等について概説する。我が国は、現在、日中韓 FTA に加え、トルコ、コ

ロンビア、GCC、UAEとも交渉中である（日カナダ EPA、日韓EPA の交渉は 2022 年 2 月時点で交渉中断中）。以

下、これらの背景とともに、現在行われている交渉をそれぞれ概説する。 
 

①①日日中中韓韓  FFTTAA（（交交渉渉中中））  
今後さらなる成長が見込まれるアジア太平洋地域の中で、我が国にとって中国及び韓国の経済は極めて重要な地

位を占めている。日本との貿易を見ると、中国及び韓国はそれぞれ我が国の輸出入の 21.3％、5.3％ を占めており、

我が国にとって第 1 位、第 3 位の貿易相手国となっている（ 2019 年、財務省貿易統計による）。 
2003 年から日中韓FTA に関する民間共同研究が行われ、2009 年には共同研究の成果も踏まえ、日中韓サミット、

日中韓経済貿易大臣会合において、日中韓 FTA 産学官共同研究を実施することが合意された。その後、2011 年 12 
月に 3 か国による日中韓 FTA 産学官共同研究報告書がとりまとめられた。 
同報告書は 2012 年 5 月の日中韓サミットに報告され、3 か国の首脳は、2012 年内の交渉開始につき一致し、同

年 11 月の日中韓経済貿易大臣会合にて、日中韓FTA の交渉開始が宣言された。2013 年 3 月の第 1 回交渉会合以降、

16 回の交渉会合が開催されている。2024 年 5 月、第 9 回日中韓サミットにおいて、交渉を加速していくための議

論を続けることを確認。その後の 2025 年 3 月に開催された日中韓経済貿易大臣会合においても同様に、交渉を加

速していくための議論を続けることで一致している。 
 

②②日日ココロロンンビビアア  EEPPAA（（交交渉渉中中））  
2011 年9 月、日・コロンビア首脳会談において日コロンビア EPA の共同研究立ち上げが合意された。これを受

け、2011 年 11 月から 2012 年 5 月まで共同研究が行われ、2012 年 7 月に報告書がとりまとめられた。 
共同研究報告書を受けて、2012 年 9 月に行われた日・コロンビア首脳会談にて、両国は EPA 交渉を開催するこ

とで一致し、同年 12 月に第 1 回交渉会合が開催されて以降、2015 年 9 月までに 13 回の交渉会合が開催された。 
2016 年 11 月に行われた日・コロンビア首脳会談において、両首脳は、交渉が最終段階にあり、交渉の早期妥結

を目指すことを確認した。 
 

③③日日トトルルココ  EEPPAA（（交交渉渉中中））  
トルコと我が国とは、2012 年 7 月に第 1 回日・トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコ EPA の共同研究

を立ち上げることにつき合意した。その後共同研究を経て、2014 年 1 月に行われた日・トルコ首脳会談にて、両国

は EPA 交渉を開始することで一致し、同年 12 月に第 1 回交渉会合を開催、2022 年2 月までに計 17 回の交渉会合

を開催した。 
日トルコ EPA によって、他国の競合相手との競争条件の平等化が図られれば、トルコへの日本企業の輸出が後

押しされるとともに、周辺国への輸出・新規参入を狙うハブとしてのトルコの投資環境関連制度の改善が図られる。 
 

④④日日GGCCCC・・EEPPAA（（交交渉渉中中））及及びび日日UUAAEE・・EEPPAA（（交交渉渉妥妥結結済済））  
日GCC・EPA 交渉については 2009 年以降、交渉が中断されていたが、2023 年 7 月に岸田総理（当時）とジャー

セム・アル・ブダイウィ GCC 事務総長との会談において、2024 年の再開に合意。その後、2024 年 12 月に交渉再

開後の第 1 回会合、2025 年 6 月末から 7 月初旬に第 2 回会合が行われた。  
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㉑㉑日日ババンンググララEEPPAA  
2024年3月に交渉を開始、2025 年 12 月に大筋合意に至り、2026 年 2 月に署名を行った。魅力的な成長市場であ

り、伝統的な親日国でもあるバングラデシュにとって初の EPAとなった。日本にとっても、後発開発途上国

（LDC）との最初の二国間EPAであり、今後のグローバルサウスとの通商交渉の拡大、ルールに基づく自由で公正

な経済秩序の実現等の観点からも重要である。物品分野では、バングラデシュは我が国からの輸入額の約 83％、我

が国はバングラデシュからの輸入額の 約91％ を無税とすることとした。 
 
（（33））我我がが国国がが大大筋筋合合意意済済//交交渉渉中中のの  EEPPAA//FFTTAA  等等ににつついいてて  

  
本項では、我が国が交渉中の EPA/FTA 等について概説する。我が国は、現在、日中韓 FTA に加え、トルコ、コ

ロンビア、GCC、UAEとも交渉中である（日カナダ EPA、日韓EPA の交渉は 2022 年 2 月時点で交渉中断中）。以

下、これらの背景とともに、現在行われている交渉をそれぞれ概説する。 
 

①①日日中中韓韓  FFTTAA（（交交渉渉中中））  
今後さらなる成長が見込まれるアジア太平洋地域の中で、我が国にとって中国及び韓国の経済は極めて重要な地

位を占めている。日本との貿易を見ると、中国及び韓国はそれぞれ我が国の輸出入の 21.3％、5.3％ を占めており、

我が国にとって第 1 位、第 3 位の貿易相手国となっている（ 2019 年、財務省貿易統計による）。 
2003 年から日中韓FTA に関する民間共同研究が行われ、2009 年には共同研究の成果も踏まえ、日中韓サミット、

日中韓経済貿易大臣会合において、日中韓 FTA 産学官共同研究を実施することが合意された。その後、2011 年 12 
月に 3 か国による日中韓 FTA 産学官共同研究報告書がとりまとめられた。 
同報告書は 2012 年 5 月の日中韓サミットに報告され、3 か国の首脳は、2012 年内の交渉開始につき一致し、同

年 11 月の日中韓経済貿易大臣会合にて、日中韓FTA の交渉開始が宣言された。2013 年 3 月の第 1 回交渉会合以降、

16 回の交渉会合が開催されている。2024 年 5 月、第 9 回日中韓サミットにおいて、交渉を加速していくための議

論を続けることを確認。その後の 2025 年 3 月に開催された日中韓経済貿易大臣会合においても同様に、交渉を加

速していくための議論を続けることで一致している。 
 

②②日日ココロロンンビビアア  EEPPAA（（交交渉渉中中））  
2011 年9 月、日・コロンビア首脳会談において日コロンビア EPA の共同研究立ち上げが合意された。これを受

け、2011 年 11 月から 2012 年 5 月まで共同研究が行われ、2012 年 7 月に報告書がとりまとめられた。 
共同研究報告書を受けて、2012 年 9 月に行われた日・コロンビア首脳会談にて、両国は EPA 交渉を開催するこ

とで一致し、同年 12 月に第 1 回交渉会合が開催されて以降、2015 年 9 月までに 13 回の交渉会合が開催された。 
2016 年 11 月に行われた日・コロンビア首脳会談において、両首脳は、交渉が最終段階にあり、交渉の早期妥結

を目指すことを確認した。 
 

③③日日トトルルココ  EEPPAA（（交交渉渉中中））  
トルコと我が国とは、2012 年 7 月に第 1 回日・トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコ EPA の共同研究

を立ち上げることにつき合意した。その後共同研究を経て、2014 年 1 月に行われた日・トルコ首脳会談にて、両国

は EPA 交渉を開始することで一致し、同年 12 月に第 1 回交渉会合を開催、2022 年2 月までに計 17 回の交渉会合

を開催した。 
日トルコ EPA によって、他国の競合相手との競争条件の平等化が図られれば、トルコへの日本企業の輸出が後

押しされるとともに、周辺国への輸出・新規参入を狙うハブとしてのトルコの投資環境関連制度の改善が図られる。 
 

④④日日GGCCCC・・EEPPAA（（交交渉渉中中））及及びび日日UUAAEE・・EEPPAA（（交交渉渉妥妥結結済済））  
日GCC・EPA 交渉については 2009 年以降、交渉が中断されていたが、2023 年 7 月に岸田総理（当時）とジャー

セム・アル・ブダイウィ GCC 事務総長との会談において、2024 年の再開に合意。その後、2024 年 12 月に交渉再

開後の第 1 回会合、2025 年 6 月末から 7 月初旬に第 2 回会合が行われた。  
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日 UAE・EPA については 2024 年 9 月、両国が EPA 交渉を開始することで一致し、7 回の交渉会合を経て、2026 
年 3 月に交渉妥結に至った。2026 年 3 月現在、UAEはエネルギー安全保障上の最重要パートナー（日本の原油輸

入の約4割で世界最大） であり、中東・アフリカ地域最大の在留邦人数・日系企業数を擁している。UAEに進出し

ている日本企業を始めとする経済界から も、二国間EPA締結への期待が大きかったところ、伝統的なエネルギー分

野を超えた貿易・投資の促進が期待される。 
 

（（44））我我がが国国がが共共同同研研究究会会のの立立ちち上上げげにに合合意意ししたた  EEPPAA//FFTTAA  ににつついいてて  
 
①①日日イイススララエエルルEEPPAA  
日イスラエル外交樹立 70 周年となる 2022 年の 11 月に、イスラエルとの間で、あり得べき日イスラエル経済連携

協定（ EPA ）にむけた共同研究を立ち上げることで一致、2023 年 3 月、8 月、9 月に研究会合を開催した。  
 
（（55））そそのの他他のの経経済済連連携携ににつついいてて  
 
①①日日米米貿貿易易協協定定及及びび日日米米デデジジタタルル貿貿易易協協定定  
＜＜日日米米貿貿易易協協定定のの成成立立経経緯緯＞＞  

2018 年 9 月の日米首脳会談における日米共同声明において、我が国と米国との間で貿易協定の締結に向けた交渉

を開始することについて一致したことを受け、2019 年 4 月から両国間で交渉を行った。その結果、同年 9 月の日米

首脳会談における日米共同声明において、協定が誠実に履行されている間は協定及び共同声明の精神に反する行動

をとらないこと等を確認するとともに協定案文について最終合意を確認した。これを受け、同年 10 月にこの協定

の署名が行われた。 
 

＜＜日日米米貿貿易易協協定定のの概概要要＞＞  
世界の GDP の約 3 割（ 25.5 兆ドル）を占める、日米両国（人口約 4.5 億人）の物品貿易に関する協定。関税撤

廃率は、日本側が 84 ％、米国側が 92 ％（ 2018 年の貿易額ベース）。 
 
（（アア））工工業業品品関関連連合合意意のの概概要要  
（（11））米米国国側側  
自動車・自動車部品：自動車・自動車部品については、米国附属書に「関税の撤廃に関して更に交渉」と明記。

通商拡大法 232 条の扱いについては、「日米両国は、これらの協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同

声明の精神に反する行動をとらない」旨を日米共同声明で確認。数量制限、輸出自主規制等の措置を課すことはな

い旨は閣僚間で確認。 
その他の工業品については、日本企業の輸出関心が高く貿易量も多い品目を中心に、工業品（産業機械、化学品、

鉄鋼製品等）の関税を撤廃、削減。 
 

（（22））日日本本側側 
有税工業品は譲許せず。 
 

（（イイ））農農林林水水産産品品関関連連合合意意のの概概要要  
（（11））米米国国側側  
米国向けの牛肉について、現行の日本枠 200ｔと複数国枠を合体。「複数国枠」65,005ｔへのアクセスを確保し

たが、その後「複数国枠」の一部を「英国枠」としたことから、2026 年 １月から 52,005 tへのアクセスに削減され

ている。また、日本からの輸出関心が高い農産品 42 品目の関税撤廃・削減（醤油、ながいも、柿、メロン、切り

花、盆栽等）。 
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（（22））日日本本側側  
農林水産品に係る日本側の関税について、TPP の範囲内に抑制。具体的には、コメは除外。TPP において TPP 

ワイドの関税割当枠数量が設定されている 33 品目（脱脂粉乳・バター等）について、新たな米国枠は設けない。

上記以外にも、輸入実績がない品目のほか、全ての林産品・水産品など幅広い品目について、譲許せず。それ以外

の譲許品目は、TPP と同内容。発効時から、TPP 11 締約国と 同じ税率を適用。 
 

＜＜日日米米デデジジタタルル貿貿易易協協定定のの成成立立経経緯緯＞＞  
2018 年 9 月の日米首脳会談における日米共同声明を踏まえ、我が国及び米国は、2019 年 4 月に行われた第1 回閣

僚協議において、デジタル貿易協定の締結に向けた交渉を開始することについて一致した。これを受け、両国間で

交渉を行った結果、協定案文について最終的合意をみるに至ったので、2019 年 10 月にこの協定の署名が行われた。 
  

＜＜日日米米デデジジタタルル貿貿易易協協定定のの概概要要＞＞  
日本と米国との間で、円滑で信頼性の高い自由なデジタル貿易を促進するための法的基盤を確立するとともに、

デジタル貿易の分野に関するハイレベルなルールを示すもの。 
具体的には、データ・ローカライゼーション要求の禁止・ソースコード及びアルゴリズム開示要求の禁止・特定

暗号の使用要求及び暗号情報の開示要求の禁止等が規定されている。 
 

②②イインンドド太太平平洋洋経経済済枠枠組組みみ（（  IIPPEEFF  ））  
世界人口の半数を擁し、世界の活力の中核であるインド太平洋地域において、イノベーティブで、包摂的、持続

可能な経済成長の実現に向け、世界の GDP 約 4 割を占める 14 カ国が参加するインド太平洋経済枠組み（ Indo-
Pacific Economic Framework、以下「 IPEF 」）が 2022 年 5 月のバイデン大統領訪日時に立ち上げられ、同年 9 月
に①貿易、②サプライチェーン、③クリーン経済、④公正な経済の 4 つの分野について正式に交渉開始が宣言され

た。 
IPEF の立ち上げから 1 年後の 2023 年 5 月に、交渉が進んでいた IPEF サプライチェーン協定の実質妥結が発表

され、また、クリーン経済分野の具体的な協力活動の第一号案件として「 IPEF 域内水素イニシアティブ」が立ち

上がった。同年 11 月にサンフランシスコにて首脳会合及び閣僚級会合が開催され、IPEF サプライチェーン協定の

署名式が行われたほか、IPEF クリーン経済協定及び IPEF 公正な経済協定等の実質妥結が発表された。その後、

2024 年 2 月に IPEF サプライチェーン協定が発効した。2024 年 6 月、シンガポールにて閣僚級会合が行われ、

IPEF クリーン経済協定及び IPEF 公正な経済協定等の署名式が行われ、2024 年 10 月に IPEF クリーン経済協定、

IPEF 公正な経済協定等が発効した。 
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